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上
博
楚
簡

『
戦
国
楚
簡
研
究

2
0
0
 6』
(
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
集
号
〈
総
四
十
一
号
〉
）

『
競
建
内
之
』

筆
者
は
前
稿
（
「
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
に
つ

い
て
ー
形
制
一
覧
と
所
収
文
献
概
要
ー
」
、
『
中
国
研
究
集
刊
』
露

号
（
総
四
十
号
）
、
二

0
0
六
年
六
月
）
に
お
い
て
、
第
五
分
冊
所

収
の
全
文
献
に
つ
い
て
、
そ
の
形
制
一
覧
と
解
題
と
を
作
成
し
、

公
表
し
た
。
引
き
続
き
本
稿
で
は
、
そ
の
内
の
『
競
建
内
之
』
と

『
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
』
と
を
取
り
上
げ
、
訳
注
を
発
表
す
る
。

ま
ず
、
両
篇
の
書
誌
情
報
を
記
し
て
お
く
。

『
競
建
内
之
』
全
十
簡
。
完
簡
七
簡
、
残
簡
三
簡
。
簡
長
四
十

二
．
八

C
m
S
四
十
三
．
三

Cm
。
編
餞
三
道
。
右
契
口
。
簡
端
は
平

斉
。
篇
題
は
、
第
一
簡
背
面
に
「
競
建
内
之
」
と
あ
る
。
総
字
数

三
百
四
十
七
字
（
合
文
一
）
。
各
簡
に
書
写
さ
れ
て
い
る
字
数
は
、

三
十
二

S
三
十
六
字
。

『
飽
叔
牙
与
隠
朋
之
諫
』
全
九
簡
。
完
簡
七
簡
、
残
簡
二
簡
゜

簡
長
四
十
．
四

C
m
s
四
十
三
．
一

Cm
。
編
餞
三
道
。
右
契
口
、
第

胃
40.4 
cm s ,_ 
43.2 
cm 

『
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諌
』

⑬

c
m
m
c
m
s
誓 胃

42.8 
CD! ,_  

s 
43.3 
CD! 

『
競
建
内
之
』

⑬

g

m

g

ふ
3
⑳

゜
『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諫
』

平
成
十
八
年
十
二
月
一
六
―
—
一
九
九
頁

6
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r
n
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.
m
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c

 

l

l

 

6

9

 

.
m
S
.
m
 

9
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9
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l

l

 

1.8 
cm 

1.8 
cm 

二
簡
の
み
左
契
口
。
簡
端
は
平
斉
。
第
九
簡
に
篇
題
が
あ
る
。
第

八
簡
に
墨
鉤
が
あ
り
、
以
下
は
留
白
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
文

の
終
わ
り
を
示
し
て
い
る
。
総
字
数
三
百
四
十
字
。

訳
注

草

野

友

子
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こ
こ
か
ら
わ
か
る
通
り
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
競
建
内
之
』
・

『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諫
』
の
簡
長
・
契
口
位
置
が
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
『
競
建
内
之
』
・
『
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
』
の
釈
文
担
当

者
は
陳
侃
芥
で
あ
る
が
、
そ
の
排
列
案
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
次

の
よ
う
な
異
説
も
提
示
さ
れ
て
い
る
（
記
号
・
略
号
に
つ
い
て
は
、

「
凡
例
」
参
照
）
。

•
陳
侃
芥
案

〈
競
1
〉
+
〈
競
2
〉
+
〈
競
3
〉
+
〈
競
4
〉
、
〈
競
5
〉

＋
〈
競

6
〉
、
〈
競
7
〉
+
〈
競
8
〉
+
〈
競
9
〉
+
〈
競

10
〉

〈飽
1
〉
+
〈
飽

2
〉
…
欠
…
〈
飽
3
〉
+
〈
飽
4
〉
+
〈
飽

5
〉
+
〈
飽
6
〉
+
〈
飽
7
〉
+
〈
飽
8
〉

・
季
旭
昇
案

欠
、
〈
飽

9
〉
、
〈
飽

4
〉
+
〈
飽
5
〉
+
〈
飽

6
〉
+
〈
飽

7
〉
、
〈
飽
3
〉
、
〈
飽
1
〉
+
〈
飽
2
〉
、
〈
飽
8
〉

•
陳
剣
案〈競

1
〉
…
欠
．．． 

〈
競
5
〉
+
〈
競
6
〉
+
〈
競
2
〉
+
〈
競

7
〉
+
〈
競
4
〉
+
〈
競
3
〉
+
〈
競
8
〉
+
〈
競
9
〉
+

〈競

10
〉
+
〈
飽
4
〉
+
〈
飽
5
〉
+
〈
飽
6
〉
+
〈
飽
7
〉

＋
〈
飽
3
〉
+
〈
飽
1
〉
+
〈
飽
2
〉
+
〈
飽
8
〉
+
〈
飽

9
〉

•
林
志
鵬
案

〈競
1
〉
+
〈
競
2
〉
+
〈
競
7
〉
+
〈
競
4
〉
+
〈
競
8
〉

＋
〈
競
9
〉
+
〈
競

10
〉
…
…
〈
競
5
〉
+
〈
競
6
〉
+
〈
競

3
〉

こ
の
よ
う
に
、
陳
剣
は
両
篇
の
竹
簡
形
制
が
ほ
ぼ
致
す
る
こ

と
を
重
視
し
、
こ
れ
ら
が
元
は
―
つ
の
文
献
で
あ
っ
た
と
す
る
立

場
か
ら
、
再
排
列
案
を
提
示
し
て
い
る
（
季
旭
昇
も
後
に
陳
剣
案

に
従
う
）
。
林
志
鵬
は
、
『
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
』
に
つ
い
て
の
見

解
を
示
し
て
い
な
い
が
、
『
競
建
内
之
』
に
関
す
る
限
り
、
そ
の
再

排
列
案
は
、
右
の
よ
う
に
陳
剣
の
案
を
受
け
入
れ
た
上
で
、
そ
れ

を
さ
ら
に
微
調
整
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

筆
者
は
、
陳
剣
の
再
排
列
案
を
ほ
ぼ
妥
当
と
考
え
、
こ
こ
で
は
、

『
競
建
内
之
』
と
『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諌
』
と
を
一
文
献
と
す
る

立
場
か
ら
訳
注
を
施
す
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
以
下
便
宜
上
、

全
体
を
六
節
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
釈
文
・
訓
読
•
和
釈
・
注
釈

を
記
載
す
る
。

[
凡
例
]

•
〈
〉
内
の
算
用
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
。
(
〈

0
1

〉
等

の
0
に
当
て
は
ま
る
字
は
、
篇
題
の
頭
文
字
よ
り
取
る
。
）
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•
「
+
」
は
文
脈
上
、
竹
簡
が
完
全
に
接
続
す
る
こ
と
を
示
す
。
「
…

... 」
は
お
お
よ
そ
接
続
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
欠
簡
が
存
在

す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
「
、
」
は
接
続
し
な
い
こ
と

を
示
す
。

•
陳
侃
芥
に
よ
る
釈
読
を
「
原
釈
文
」
と
称
す
。

•
「
釈
文
」
は
、
原
釈
文
と
異
説
と
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
最
終

的
に
釈
読
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
。

•
「
和
釈
」
の
（
）
は
、
そ
の
直
前
の
語
句
や
内
容
に
関
す
る
補

足
説
明
等
を
行
っ
た
箇
所
、
〔
〕
は
、
筆
者
が
文
意
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
語
句
を
補
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

•
「
注
釈
」
で
は
、
筆
者
が
重
要
と
判
断
し
た
も
の
の
み
を
掲
載
し

て
い
る
。
ま
た
、
諸
氏
の
説
を
注
記
す
る
場
合
、
そ
の
氏
名
の

み
を
掲
げ
る
。
論
文
・
札
記
の
題
目
•
掲
載
日
等
に
つ
い
て
は
、

本
稿
末
尾
の
参
考
文
献
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
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《
第
一
節
》

【
釈
文
】

…
…
二
睦
°
阻
朋
与
飽
叔
牙
従
。
日
既
。
公
問
二
大
夫
、
「
日

之
食
也
、
昂
為
。
」
飽
叔
牙
答
日
、
「
星
変
。
災
日
為
斉
…
…

:
・
…
言
日
多
。
飽
叔
牙
答
日
、
「
害
将
来
、
将
有
兵
、
有
憂
於

〈競
6

〉

公
身
。
」
公
日
、
「
然
則
可
説
与
。
」
隈
朋
答
日
、
「
公
身
為
亡
道
、

不
遷
於
善
而
説
之
、
可
乎
哉
。
」
公
日
、

L

不
諦
恕
、
寡
人
至
於
使
日
食
。
」

「
当
在
吾
。

不
頼
ニ
―

子

【
訓
読
】

っ

…
…
二
睦
゜
阻
朋
と
飽
叔
牙
と
従
う
。
日
既
く
。
公
大
夫
に

な
ん
す

問
う
、
「
日
の
食
す
る
や
、
昴
為
れ
ぞ
。
」
と
。
飽
叔
牙
答
え
て

日
く
、
「
星
変
な
り
。
災
は
斉
の
…
…
を
為
す
を
日
う
…
…

…
…
言
日
多
。
飽
叔
牙
答
え
て
日
く
、
「
害
将
に
来
た
ら
ん
と

し
、
将
に
兵
有
ら
ん
と
し
、
公
の
身
に
憂
い
有
ら
ん
。
」
と
。
公
日

く
、
「
然
ら
ば
則
ち
説
す
べ
き
か
。
」
と
。
限
朋
答
え
て
日
く
、
「
公

う
し
な

身
ら
道
を
亡
う
を
為
し
、
善
に
遷
ら
ず
し
て
之
に
説
せ
ん
と
す
る

は
、
可
な
る
か
。
」
と
。
公
日
く
、
「
当
に
吾
に
在
る
べ
し
。
二
三

つ
ま
び
ら
か
に

子
に
頼
ら
ず
、
恕
を
諦
せ
ず
、
寡
人
日
食
せ
し
む
る
に
至
る
。
」

と
【
和
釈
】

…
…
二
睦
。
隠
朋
と
飽
叔
牙
と
は
〔
桓
公
の
そ
ば
に
〕
つ
き
従

っ
た
。
〔
日
食
に
よ
っ
て
〕
日
は
尽
き
た
（
皆
既
日
食
の
状
態
に
な

っ
た
）
。
桓
公
は
二
大
夫
に
問
う
た
、
「
日
食
が
起
こ
っ
た
の
は
、

な
ぜ
か
。
」
と
。
飽
叔
牙
は
答
え
て
言
っ
た
、
「
星
変
（
天
体
の
異

常
）
で
あ
り
ま
す
。
災
い
は
斉
の
国
の
…
…
で
あ
り
ま
す
。
…
…

…
…
言
日
多
。
飽
叔
牙
は
答
え
て
言
っ
た
、
「
害
は
ま
さ
に
降
さ

(163) 



れ
よ
う
と
し
て
お
り
、
ま
さ
に
兵
乱
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
お
り
、

公
の
身
に
憂
い
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
」
と
。
桓
公
は
言
っ
た
、
「
そ

う
で
あ
れ
ば
「
説
」
〔
の
祭
祀
〕
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
。

隅
朋
は
答
え
て
言
っ
た
、
「
公
は
自
ら
道
を
失
っ
て
お
り
（
無
道
で

あ
り
）
、
善
に
改
め
よ
う
と
し
な
い
で
〔
日
食
の
対
策
と
し
て
〕
「
説
」

〔
の
祭
祀
〕
を
行
お
う
と
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
、
良
い
こ
と
で

し
ょ
う
か
（
祭
祀
よ
り
も
ま
ず
は
公
ご
自
身
が
善
に
改
め
る
べ
き

で
す
）
。
」
と
。
桓
公
は
言
っ
た
、
「
〔
日
食
の
原
因
は
〕
ま
さ
に
私

に
あ
る
。
〔
お
前
達
〕
二
三
子
に
頼
ら
ず
、
〔
民
に
対
す
る
〕
恕
（
慈

し
み
）
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
、
寡
人
（
私
）
が
日
食
を

も
た
ら
す
に
至
っ
た
の
だ
。
」
と
。

【
注
釈
】

(
1
)

二
睦
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
王
室
」
と
し
て
、
「
王
」
は
周

の
第
十
五
代
王
で
あ
る
桓
王
子
、
「
塁
」
は
「
逐
」
と
し
て
、
「
王

泰
」
と
は
王
に
は
災
禍
が
降
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
へ
の
緊
迫
感

が
あ
る
様
子
を
示
す
と
す
る
。

一
方
、
陳
偉
は
、
「
王
」
で
は
な
く
「
二
」
と
し
（
僅
か
に
一
番

下
の
一
画
が
残
っ
て
い
る
た
め
）
、
「
毎
土
」
を
「
睦
」
（
親
し
い
の

意
）
と
す
る
。
以
下
の
簡
文
に
「
王
」
は
登
場
せ
ず
、
あ
く
ま
で

斉
の
桓
公
·
飽
叔
牙
•
隈
朋
に
よ
る
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
た

め
、
こ
こ
で
は
陳
偉
説
に
従
う
。
た
だ
し
、
竹
簡
の
上
端
が
欠
損

し
て
お
り
、

そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

(
2
)
隔
朋
与
飽
叔
牙
…
…
限
朋
は
、
春
秋
、
斉
の
人
。
斉
の
公

族
で
、
大
夫
と
な
っ
た
。
管
仲
と
共
に
桓
公
の
覇
業
を
助
け
た
。

管
仲
は
病
床
時
、
阻
朋
の
人
と
な
り
を
ほ
め
、
自
分
に
代
わ
る
者

と
し
て
桓
公
に
薦
め
た
が
、
管
仲
が
死
亡
し
た
年
に
隠
朋
も
死
亡

し
た
。
論
は
成
子
。

飽
叔
牙
は
、
春
秋
、
斉
の
大
夫
で
桓
公
に
仕
え
た
。
管
仲
の
親

友
で
あ
り
、
管
仲
を
斉
の
桓
公
に
薦
め
た
。
「
管
飽
の
交
わ
り
」
の

故
事
で
有
名
な
人
物
で
あ
る
。

伝
世
文
献
の
中
で
、
隔
朋
•
飽
叔
牙
に
関
す
る
代
表
的
な
も
の

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
管
仲
夷
吾
者
、
穎
上
人
也
。
少
時
常
与
飽
叔
牙
蒋
、
飽
叔

知
其
賢
。
管
仲
貧
困
、
常
欺
飽
叔
、
飽
叔
終
善
遇
之
、
不

以
為
言
。
已
而
飽
叔
事
斉
公
子
小
白
、
管
仲
事
公
子
糾
゜

及
小
白
立
為
桓
公
、
公
子
糾
死
、
管
仲
囚
焉
。
飽
叔
遂
進

管
仲
。
管
仲
既
用
、
任
政
於
斉
、
斉
桓
公
以
覇
、
九
合
諸

侯
、
一
匡
天
下
、
管
仲
之
謀
也
。
管
仲
日
、
吾
始
困
時
、

嘗
与
飽
叔
買
、
分
財
利
多
自
与
、
飽
叔
不
以
我
為
貪
、
知

我
貧
也
。
吾
嘗
為
飽
叔
謀
事
而
更
窮
困
、
飽
叔
不
以
我
為

愚
、
知
時
有
利
不
利
也
。
吾
嘗
三
仕
三
見
逐
於
君
、
飽
叔

不
以
我
為
不
肖
、
知
我
不
遭
時
也
。
吾
嘗
三
戦
三
走
、
飽

(164) 



叔
不
以
我
怯
、
知
我
有
老
母
也
。
公
子
糾
敗
、
召
忽
死
之
、

吾
幽
囚
受
辱
、
飽
叔
不
以
我
為
無
恥
、
知
我
不
羞
小
節
而

恥
功
名
不
顕
干
天
下
也
。
生
我
者
父
母
、
知
我
者
飽
子
也
。

飽
叔
既
進
管
仲
、
以
身
下
之
。
子
孫
世
禄
於
斉
、
有
封
邑

者
十
余
世
、
常
為
名
大
夫
。
天
下
不
多
管
仲
之
賢
而
多
飽

叔
能
知
人
也
。
（
『
史
記
』
管
晏
列
伝
）

•
四
十
一
年
、
秦
穆
公
虜
晋
恵
公
、
復
帰
之
。
是
歳
、
管
仲
•

阻
朋
皆
卒
。
（
『
史
記
』
斉
太
公
世
家
）

・
管
仲
寝
疾
、
桓
公
往
問
之
日
、
仲
父
之
疾
甚
突
。
若
不
可

緯
也
、
不
幸
而
不
起
此
疾
、
彼
政
我
将
安
移
之
。
管
仲
未

対
。
桓
公
日
、
飽
叔
之
為
人
何
如
。
管
仲
対
日
、
飽
叔
君

子
也
、
千
乗
之
国
、
不
以
其
道
予
之
、
不
受
也
。
雖
然
、

不
可
以
為
政
、
其
為
人
也
、
好
善
而
悪
悪
巳
甚
、
見
一
悪

終
身
不
忘
。
桓
公
日
、
然
則
執
可
。
管
仲
対
日
、
隠
朋
可
。

朋
之
為
人
、
好
上
識
而
下
問
。
臣
聞
之
、
以
徳
予
人
者
、

謂
之
仁
。
以
財
予
人
者
、
謂
之
良
。
以
善
勝
人
者
、
未
有

能
服
人
者
也
。
以
善
養
人
者
、
未
有
不
服
人
者
也
。
於
国

有
所
不
知
政
、
於
家
有
所
不
知
事
、
必
則
朋
乎
。
且
朋
之

為
人
也
、
居
其
家
忘
公
門
、
居
公
門
不
忘
其
家
、
事
君
不

二
其
心
、
亦
不
忘
其
身
。
挙
斉
国
之
幣
、
振
路
家
五
十
室
、

其
人
不
知
也
。
大
仁
也
哉
、
其
朋
乎
。
（
『
管
子
』
戒
）

(
3
)
従
…
…
原
釈
文
で
は
、
つ
き
従
う
、
随
行
す
る
の
意
と
す

る
（
「
汝
無
面
従
、
退
有
後
言
。
」
（
『
書
』
益
稜
）
、
「
従
、
随
従
也
。
」

（
偽
孔
伝
）
）
。
こ
れ
に
従
う
。

(
4
)
日
既
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
既
而
日
、
若
此
乎
。
古
之
道
、

不
即
人
心
。
」
（
『
春
秋
公
羊
伝
』
宣
公
元
年
伝
）
、
「
既
、
事
畢
。
」

（
何
休
注
）
を
挙
げ
、
日
食
が
終
わ
っ
た
の
意
と
し
て
い
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
、
日
が
尽
き
た
こ
と
を
「
既
」
と
す
る
。
ま

た
魯
家
亮
も
、
「
既
」
を
尽
の
意
と
解
し
、
古
代
に
お
い
て
皆
既
食

の
天
文
現
象
を
示
す
と
す
る
（
「
秋
七
月
壬
辰
朔
、
日
有
食
之
、
既
。
」

（
『
春
秋
』
桓
公
三
年
経
）
、
「
既
、
尽
也
。
日
全
食
也
。
」
（
楊
伯

峻
『
春
秋
左
伝
注
』
）
）
。
筆
者
は
こ
れ
に
従
っ
て
、
日
食
に
よ
っ

て
日
が
尽
き
る
、
す
な
わ
ち
皆
既
日
食
の
状
態
に
な
る
こ
と
で
あ

る
と
し
、
下
文
で
二
大
夫
が
説
く
「
日
之
食
」
の
中
の
―
つ
の
状

況
を
指
す
と
解
釈
す
る
。

(
5
)
公
問
大
夫
…
…
「
公
」
は
、
春
秋
、
斉
の
桓
公
。
名
は

小
白
、
謡
は
桓
。
兄
の
襄
公
が
無
道
で
あ
っ
た
た
め
、
宮
に
出
奔

し
、
襄
公
が
殺
さ
れ
た
後
、
国
に
帰
っ
て
即
位
し
た
。
飽
叔
牙
を

宰
に
任
命
し
、
飽
叔
牙
の
薦
め
に
よ
っ
て
管
仲
を
相
と
し
た
。
国

力
を
富
強
し
、
周
室
を
尊
び
、
夷
秋
を
攘
い
、
諸
侯
を
糾
合
し
、

天
下
を
一
匡
し
、
春
秋
五
覇
の
首
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
管
仲
の
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死
後
、
竪
可
・
易
牙
ら
を
起
用
し
、
政
事
を
怠
っ
た
。
桓
公
の
死

後
、
諸
公
子
は
争
い
、
覇
業
は
衰
え
て
い
っ
た
。
在
位
四
十
三
年

（
『
史
記
』
斉
太
公
世
家
）
。

原
文
は
、
「
二
夫
＝
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
夫
＝
」
は
、
「
大
夫
」

の
合
文
で
あ
り
、
「
二
大
夫
」
と
釈
読
す
る
。
こ
こ
で
の
「
二
大
夫
」

と
は
、
隠
朋
•
飽
叔
牙
の
二
人
を
指
す
。

(
6
)
答
日
星
変
災
（
子
）
日
為
斉
…
…
原
釈
文
は
、
「
飽
叔
牙
答

日
、
「
星
変
。
」
子
日
、
「
為
斉
〔
兵
〕
。
」
」
と
す
る
。
一
般
に
、
水

旱
凶
荒
、
日
食
星
変
、
山
崩
地
震
な
ど
の
災
禍
は
皆
、
天
が
人
君

を
戒
め
る
た
め
に
起
こ
し
て
い
る
と
考
ら
れ
て
い
た
。

・
見
伏
有
時
所
過
行
巖
縮
有
度
、
日
変
修
徳
、
月
変
省
刑
、

星
変
結
和
。
凡
天
変
、
過
度
乃
占
。
国
君
強
大
、
有
徳
者

昌
。
弱
小
、
飾
詐
者
亡
。
大
上
修
徳
、
其
次
修
政
、
其
次

修
救
、
其
次
修
雄
、
正
下
無
之
。
夫
常
星
之
変
希
見
、
而

三
光
之
占
蚕
用
。
日
月
最
適
雲
風
、
此
天
之
客
気
、
其
発

見
亦
有
大
運
。
（
『
史
記
』
天
官
書
）

徐
広
日
、
「
適
者
、
災
篇
咎
徴
也
。
」
李
斐
日
、
「
適
、

見
災
干
天
。
劉
向
以
為
日
月
蝕
及
星
逆
行
、
非
太
平
之

常
。
自
周
衰
以
来
、
人
事
多
乱
、
故
天
文
応
之
遂
変
耳
。
」

駆
案
、
孟
康
日
、
「
最
、
日
妾
気
也
。
適
、
日
之
将
食
、

先
有
黒
気
之
変
。
（
袈
駆
『
史
記
集
解
』
）

陳
剣
は
、
「
星
弁
子
日
、
為
斉
…
…
」
と
す
る
が
、
「
星
弁
子
」

に
つ
い
て
は
未
詳
と
す
る
。

陳
偉
は
、
「
星
変
」
と
は
星
辰
の
異
常
現
象
を
指
し
、
一
般
的
に

は
日
食
を
含
ま
な
い
と
す
る
。
星
変
と
日
食
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
二
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。
①
星
は
天
体
す
べ
て
を
指
し
、
日
食

も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
（
「
是
故
聖
王
日
食
則
修
徳
、
月
食
則
修
刑
、

彗
星
見
則
修
和
、
風
与
日
争
明
則
修
生
、
此
四
者
聖
王
所
以
免
於

天
地
之
誅
也
。
」
（
『
管
子
』
四
時
）
）
゜
②
日
食
と
同
時
に
星
変
が

発
生
し
て
い
た
（
「
日
之
将
蝕
、
則
門
第
二
星
変
色
、
微
赤
不
明
、

七
日
而
蝕
。
」
（
『
後
漢
書
』
五
行
志
引
『
春
秋
緯
』
）
）
。
ま
た
、
陳

偉
は
「
子
」
は
「
災
」
で
あ
り
、
「
災
日
為
斉
」
で
飽
叔
牙
の
言
が

終
わ
る
か
、
も
し
く
は
あ
る
種
の
星
占
書
を
引
用
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

劉
信
芳
は
、
「
星
変
」
と
は
日
食
の
原
因
と
解
釈
す
べ
き
だ
と
す

る
。
「
子
日
」
と
は
「
絃
日
・
「
此
日
」
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。

「
子
」
と
釈
読
す
る
と
、
「
子
」
が
何
を
指
す
の
か
明
確
に
分
か

ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
陳
偉
の
解
釈
に
従
い
、
「
子
」
を
「
災
」
と

釈
読
し
た
。

(
7
)
斉
[
兵
]
…
…
原
釈
文
で
は
ヽ
盆
成
ー
〉
か
ら
盆
賦
2
〉
に

接
続
す
る
と
し
、
〈
競
2
〉
冒
頭
の
「
与
」
を
「
兵
」
と
す
る
。
「
斉

兵
」
す
な
わ
ち
斉
国
に
兵
乱
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
状
態
を
指
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す
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
陳
剣
は
、
〈
競
6
〉
か
ら
〈
競
2
〉

に
接
続
す
る
と
み
な
す
が
、
文
章
は
連
続
し
な
い
。
お
そ
ら
く
〈
競

6
〉
と
〈
競
2
〉
と
の
間
に
欠
簡
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

(
8
)
言
日
多
…
…
未
詳
。

(
9
)
害
将
来
、
将
有
兵
、
有
憂
於
公
身
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
昂
」

は
「
害
」
の
仮
借
と
す
る
（
「
武
王
載
肺
有
虔
乗
絨
如
火
烈
烈

則
莫
我
敢
昂
」
（
『
詩
』
商
頌
•
長
発
）
、
「
昴
、
害
也
。
」
（
毛
伝
）
、

「
昴
、
仮
借
為
害
。
」
（
『
説
文
通
訓
定
声
』
）
）
。
「
昴
将
来
」
は
、

禍
害
が
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
に
至
ろ
う
と
し
て
い
る
状
態
、
「
将
有

兵
」
は
、
兵
乱
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
状
態
を
指
す
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
「
昂
」
と
は
隷
定
で
き
ず
、
「
害
」
で
あ
る
と
す

る
。
陳
剣
・
許
元
咎
．
何
有
祖
も
「
害
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に

従
っ
た
。

(10)
説
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
妓
」
を
「
奪
」
と
す
る
（
「
妓
、

彊
取
也
。
周
書
日
、
妓
攘
矯
虔
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
此
是
奪
妓

正
字
、
後
人
仮
奪
為
妓
、
奪
行
而
妓
廃
。
」
（
段
玉
裁
注
）
）
。

一
方
、
陳
剣
・
許
元
咎
は
「
妓
」
を
「
説
」
と
す
る
。
『
周
礼
』

に
見
え
る
「
説
」
と
は
、
祭
祀
の
名
。
攻
説
の
祭
で
、
六
祈
の
一

つ
。
辞
を
も
っ
て
不
祥
を
責
め
祓
う
祭
で
あ
る
（
「
掌
六
祈
、
以
同

鬼
神
示
。
一
日
類
。
二
日
造
。
三
日
檜
。
四
日
禁
。
五
日
攻
。
六

日
説
。
」
（
『
周
礼
』
春
官
・
大
祝
）
、
「
鄭
司
農
云
、
類
造
檜
禁
攻

説
皆
祭
名
也
。
…
…
攻
説
則
以
辞
責
之
、
禁
如
日
食
以
朱
絲
榮
社
。

攻
如
其
鳴
鼓
然
。
菰
仲
舒
救
日
食
祝
日
、
焙
焙
大
明
激
滅
無
光
。

奈
何
以
陰
侵
陽
、
以
卑
侵
尊
。
是
之
謂
説
也
。
」
（
鄭
玄
注
）
）
。
こ

の
解
釈
に
従
う
。
な
お
、
上
博
楚
簡
（
二
）
『
魯
邦
大
旱
』
に
も
「
妓
」

す
な
わ
ち
「
説
」
の
祭
祀
の
記
述
が
あ
る
（
「
孔
子
日
、
庶
民
知
説

之
事
視
也
、
不
知
刑
与
徳
。
」
（
『
魯
邦
大
旱
』
第
二
簡
）
）
。

(11)
不
遷
於
善
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
造
」
を
「
践
」
の
異
文
と

す
る
（
「
践
、
履
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
子
張
問
善
人
之
道
。

子
日
不
践
迩
。
亦
不
入
於
室
。
」
（
『
論
語
』
先
進
）
、
「
孔
日
、
践
、

循
也
。
」
（
何
晏
集
解
）
）
。
「
不
践
於
善
」
と
は
、
善
に
践
み
し
た

が
わ
な
い
、
善
に
踏
襲
し
な
い
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

一
方
、
陳
剣
は
、
「
遠
」
を
「
遷
」
と
す
る
。
馬
王
堆
吊
書
『
式

法
』
に
用
例
が
見
ら
れ
る
（
「
仕
者
、
口
造
（
遷
）
」
）
。
こ
こ
で
は
、

陳
剣
説
に
従
っ
て
「
遷
」
と
し
、
「
不
遷
於
善
」
と
は
、
善
に
移
ら

な
い
（
移
行
し
な
い
）
の
意
と
す
る
。

(12)

可
乎
哉
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
可
虐
於
」
と
し
、
「
於
」
の

字
は
比
較
的
小
さ
く
筆
写
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
書
写
後
、

書
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
何
有
祖
は
、
「
於
」
を
術
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文
（
あ
る
い
は
他
に
意
味
が
あ
る
か
）
と
す
る
。
陳
剣
は
、
「
於
」

を
「
オ
」
と
し
、
「
哉
」
と
読
み
替
え
て
、
「
可
乎
哉
」
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
陳
剣
説
に
従
う
。

(13)
当
在
吾
。
不
頼
二
三
子
、
不
諦
恕
、
寡
人
至
於
使
日
食
…

…
原
釈
文
で
は
、
「
尚
」
を
「
当
」
、
「
オ
」
を
「
在
」
、
「
虐
」
を

「
吾
」
と
す
る
（
「
虐
」
を
「
吾
」
と
す
る
例
は
、
上
博
楚
簡
（
三
）

『
中
弓
』
、
同
（
四
）
『
采
風
曲
目
』
、
同
（
四
）
『
曹
沫
之
陳
』
等

に
見
ら
れ
る
）
。
ま
た
、
「
溝
」
を
「
漫
」
と
し
、
放
縦
す
る
、
ほ

し
い
ま
ま
に
す
る
の
意
と
す
る
。
「
諦
」
は
、
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
、

明
ら
か
に
す
る
の
意
。
ま
た
、
「
窓
」
を
「
恕
」
（
（
民
に
対
す
る
）

い
つ
く
し
み
）
と
す
る
（
「
恕
、
仁
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
忠

恕
違
道
不
遠
。
施
諸
己
而
不
願
、
亦
勿
施
於
人
。
」
（
『
礼
記
』
中

庸
）
、
「
恕
、
付
也
、
付
度
其
義
於
人
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。

許
元
咎
は
、
「
甚
哉
。
吾
不
頼
二
三
子
、
不
鏑
怒
寡
人
」
と
し
、

「
瀾
」
と
「
頼
」
と
は
通
仮
す
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
諦
窓
」
を
「
鏑

怒
」
と
し
、
譴
責
・
責
備
の
意
と
す
る
。

季
旭
昇
は
、
「
溝
」
を
「
颯
」
と
し
、
「
頼
」
と
釈
読
す
る
。
「
頼
」

と
は
、
た
よ
る
、
た
よ
り
に
す
る
の
意
。
二
三
子
に
頼
ら
ず
、
ニ

三
子
の
言
を
聞
か
な
い
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

陳
剣
は
、
「
当
在
吾
、
不
頼
二
三
子
、
不
諦
焉
、
寡
人
至
於
使
日

食
。
」
と
す
る
。
林
志
鵬
も
陳
剣
説
に
従
う
が
、
「
不
諦
焉
」
は
、

（
「
当
在
吾
、

不
頼
二
三
子
不
諦
焉
、
寡

上
文
に
連
続
す
る
と
す
る

人
至
於
使
日
食
。
」
）
。

何
有
祖
は
、
「
甚
哉
。
吾
不
頼
二
三
子
」
と
す
る
。
陳
偉
も
「
甚

哉
、
吾
不
頼
」
と
い
う
感
嘆
の
句
で
あ
る
と
す
る
。
「
不
頼
」
す
な

わ
ち
「
無
頼
」
と
は
、
才
能
の
欠
乏
を
指
す
。
ま
た
、
「
諦
恕
」
を

「
責
怒
」
す
な
わ
ち
厳
し
く
責
め
る
の
意
と
す
る
。
こ
の
箇
所
は
、

二
三
子
が
桓
公
の
こ
と
を
厳
し
く
責
め
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

桓
公
が
話
し
て
い
る
と
す
る
。
「
二
三
子
」
の
後
に
「
L

」
（
墨
釘
）

が
あ
る
が
、
他
の
箇
所
に
は
標
号
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
断
読
は

一
定
し
て
い
な
い
と
す
る
（
「
甚
哉
、
吾
不
頼
。
二
三
子
不
責
怒
寡

人
、
至
於
使
日
食
。
」
）
。

こ
こ
で
は
、
お
お
む
ね
原
釈
文
に
従
う
が
、
「
溝
」
を
「
漫
」
と

は
解
釈
せ
ず
、
許
元
咎
・
季
旭
昇
•
陳
剣
に
従
っ
て
「
頼
」
と
釈

読
す
る
。
「
当
在
吾
。
不
頼
二
三
子
、
不
諦
恕
」
と
は
、
「
〔
日
食

の
原
因
は
〕
ま
さ
に
私
に
あ
る
。
二
三
子
に
頼
ら
ず
〔
民
に
対
す

る
〕
恕
（
慈
し
み
）
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
た
め
、
寡
人
（
桓

公
）
が
日
食
を
も
た
ら
せ
る
に
至
っ
た
の
だ
。
」
と
解
釈
す
る
。

(14)

寡
人
…
…
諸
侯
が
自
分
を
謙
遜
し
て
言
う
言
葉
。
寡
徳
の

人
の
意
（
「
諸
侯
見
天
子
日
臣
某
侯
某
、
其
与
民
言
、
自
称
日
寡
人
。
」

（
『
礼
記
』
曲
礼
下
）
、
「
寡
人
者
、
言
己
是
寡
徳
之
人
。
」
（
孔
穎

達
疏
）
）
。
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《
第
二
節
》

【
釈
文
】

〈競

2
〉

飽
叔
牙
与
隠
朋
日
、
「
群
臣
之
罪
也
。
昔
高
宗
祭
、
有
雉
雖
於

葬
前
。
召
祖
己
而
問
焉
日
、
「
是
何
也
。
」
祖
己
答
日
、

〈競

7
〉

昔
先
君
格
王
、
天
不
見
害
、
地
不
生
戟
、
則
祈
諸
鬼
神
日
、（競

4
〉

「
天
地
明
棄
我
突
。
」
近
臣
不
諫
、
遠
者
不
謗
、
則
修
諸
郷
里
。

今
此
、
祭
之
得
福
者
也
。
請
、
量
之
以
差
給
、
既
祭
之
後
焉
、

修
先
王
之
法
。

〈競
3

〉

高
宗
命
偲
説
量
之
以
祭
。
既
祭
焉
、
命
行
先
王
之
法
。
発
故
度
、

行
古
作
。
廃
作
者
死
、
弗
行
者
死
。
不
出
三
年
、
遠
人
之
陪
者
七

〈競
8

〉

百
邦
。
此
能
従
善
而
去
禍
者
。
」

公
日
、
「
吾
不
知
其
為
不
善
也
。
今
内
之
不
得
百
姓
、
外
之
為
諸

侯
笑
。
寡
人
之
不
肖
也
、
不
二
子
之
憂
也
哉
。
」

【
訓
読
】

飽
叔
牙
と
阻
朋
と
日
く
、
「
群
臣
の
罪
な
り
。
昔
高
宗
祭
し
て
、

な

雉
葬
の
前
に
雖
く
有
り
。
祖
己
を
召
し
て
焉
に
問
い
て
日
く
、
「
是

れ
何
ぞ
や
。
」
と
。
祖
己
答
え
て
日
く
、

あ

ら

わ

げ

つ

昔
先
君
王
た
る
に
格
り
、
天
害
を
見
さ
ず
、
地
戟
を
生

ぜ
ず
ん
ば
、
則
ち
諸
を
鬼
神
に
祈
り
て
日
く
、
「
天
地
明
ら
か

に
我
を
棄
て
ん
や
。
」
と
。
近
臣
諌
め
ず
、
遠
者
謗
ら
ず
ん

ば
、
則
ち
諸
を
郷
里
に
修
む
。
今
此
れ
、
祭
の
福
を
得
る
者

な
り
。
請
う
、
之
を
量
り
て
以
て
給
を
差
と
し
、
既
に
祭
る

の
後
、
先
王
の
法
を
修
め
ん
こ
と
を
。

と
。
高
宗
偲
説
に
命
じ
て
之
を
量
り
て
以
て
祭
ら
し
む
。
既
に
祭

り
て
、
命
じ
て
先
王
の
法
を
行
わ
し
む
。
故
度
を
発
し
、
古
作
を

行
う
。
作
を
廃
す
る
者
は
死
し
、
行
わ
ざ
る
者
は
死
す
。
三
年
を

し
た
が

出
ず
し
て
、
遠
人
の
陪
う
者
七
百
邦
。
此
れ
能
＜
善
に
従
い
て
禍

を
去
る
者
な
り
。
」
と
。

公
日
く
、
「
吾
れ
其
の
不
善
を
為
す
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
今
内

に
し
て
は
之
れ
百
姓
を
得
ず
、
外
に
し
て
は
之
れ
諸
侯
の
笑
い
と

為
る
。
寡
人
の
不
肖
な
る
や
、
登
に
二
子
の
憂
い
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
」

と。【
和
釈
】

飽
叔
牙
と
隠
朋
と
は
言
っ
た
、
「
〔
い
い
え
、
我
ら
〕
群
臣
の
罪

で
す
。
昔
高
宗
が
〔
成
湯
を
祭
っ
た
翌
日
の
〕
祭
祀
を
行
い
ま
し

た
が
、
〔
そ
の
時
〕
雉
が
葬
（
祭
器
）
の
前
で
鳴
く
と
い
う
〔
不
吉

な
〕
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
〔
高
宗
は
〕
祖
己
を
召
し
て
尋
ね
て
言

い
ま
し
た
、
「
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
」
と
。
祖
己
は
答
え
て

い
ま
し
た
、

昔
先
君
が
王
と
な
る
に
至
り
、
天
は
害
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
地

は
戟
を
生
じ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
鬼
神
に
祈
っ
て
言
い
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ま
し
た
、
「
天
地
は
明
ら
か
に
我
を
見
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る

（
ど
う
か
見
捨
て
な
い
で
下
さ
い
）
。
」
と
。
近
臣
は
諫
め
ず
、

遠
く
の
者
は
謗
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
こ
れ
（
正
し
い

政
治
）
を
郷
里
（
国
）
に
お
修
め
に
な
り
ま
し
た
。
今
こ
れ

は
、
祭
が
福
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
〔
で
す
か
ら
、

私
は
王
に
〕
請
い
ま
す
、
こ
れ
（
犠
牲
）
を
〔
正
し
く
〕
量

っ
て
〔
犠
牲
な
ど
の
〕
供
え
物
を
等
級
づ
け
し
（
適
量
に
し
）
、

既
に
祭
祀
が
終
わ
っ
た
後
に
は
、
先
王
の
法
を
お
修
め
に
な

り
ま
す
よ
う
に
。

と
。
高
宗
は
偲
説
に
命
じ
て
こ
れ
（
犠
牲
な
ど
の
供
物
）
を
量
っ

て
そ
う
し
て
祭
祀
を
行
わ
せ
ま
し
た
。
既
に
祭
祀
を
行
い
、
命
じ

て
先
王
の
法
を
行
わ
せ
ま
し
た
。
故
度
（
旧
法
）
を
行
い
、
古
作

（
旧
法
）
を
行
い
ま
し
た
。
旧
法
を
廃
止
す
る
者
は
死
に
、
〔
旧
法

を
〕
行
わ
な
い
者
は
死
に
ま
し
た
。
三
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、

遠
方
の
人
々
で
〔
高
宗
（
殷
王
朝
）
に
〕
従
う
者
は
七
百
邦
〔
に

も
及
び
ま
し
た
〕
。
こ
れ
は
善
に
従
っ
て
禍
を
取
り
去
っ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。
」
と
。

〔
桓
〕
公
は
言
っ
た
、
「
私
は
そ
の
よ
う
な
不
善
を
行
っ
た
と
い

う
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
（
自
覚
が
な
か
っ
た
）
。
今
〔
国
〕
内
で

は
百
姓
（
官
吏
・
人
民
）
〔
の
支
持
〕
を
得
ら
れ
ず
、
〔
国
〕
外
で

は
諸
侯
が
笑
う
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
寡
人
（
私
）
が
不
肖
で

あ
る
こ
と
で
、
ど
う
し
て
〔
お
前
達
〕
二
子
（
飽
叔
牙
•
隠
朋
）

【
注
釈
】

(
1
)
昔
高
宗
祭
、
有
雉
帷
於
葬
前
：
・
高
宗
と
祖
己
に
つ
い
て
は
、

伝
世
文
献
に
数
々
の
記
述
が
あ
る
。

高
宗
は
、
殷
の
武
丁
。
中
興
の
賢
君
。
即
位
後
、
殷
復
興
の
た

め
に
賢
人
を
求
め
、
偲
説
を
得
る
。

祖
己
は
、
『
史
記
』
に
よ
る
と
、
高
宗
の
賢
臣
。

•
帝
武
丁
祭
成
湯
、
明
日
、
有
飛
雉
登
鼎
耳
而
咆
（
晦
、
雉

鳴
也
。
（
『
史
記
正
義
』
）
）
、
武
丁
憚
。
祖
己
日
、
王
勿
憂
、

先
修
政
事
。
祖
己
乃
訓
王
日
、
唯
天
監
下
典
蕨
義
、
降
年

有
永
有
不
永
、
非
天
夭
民
、
中
絶
其
命
。
民
有
不
若
徳
、

不
聴
罪
、
天
既
附
命
正
蕨
徳
、
乃
日
其
奈
何
゜
嗚
呼
。
王

嗣
敬
民
、
岡
非
天
継
、
常
祀
母
礼
干
棄
道
。
（
孔
安
国
日
、

王
者
主
民
、
当
敬
民
事
。
民
事
無
非
天
所
嗣
常
也
。
祭
祀

有
常
、
不
営
特
豊
於
近
也
。
（
『
史
記
集
解
』
）
、
祭
祀
有
常
、

無
為
豊
殺
之
礼
於
是
以
棄
常
道
。
（
『
史
記
索
隠
』
）
）
武
丁

修
政
行
徳
、
天
下
咸
耀
、
殷
道
復
興
。
（
『
史
記
』
殷
本
紀
）

•
高
宗
形
日
。
（
祭
之
明
日
又
祭
。
殷
日
形
、
周
日
繹
。
）
高

宗
形
日
、
越
有
雖
雉
。
（
於
形
日
有
雉
異
。
）
祖
已
日
、
惟

先
格
王
、
正
蕨
事
。
（
言
至
道
之
王
遭
変
異
、
正
其
事
而
異

自
消
。
）
乃
訓
干
王
。
日
、
惟
天
監
下
民
、
典
蕨
義
。
（
祖

の
憂
い
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

（
憂
い
と
な
る
）
。
」
と
。
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已
既
言
、
遂
以
道
訓
諫
王
、
言
天
視
下
民
、
以
義
為
常
。
）

降
年
有
永
有
不
永
非
天
夭
民
民
中
絶
命
、
民
有
不
若
徳
不

聴
罪
天
既
学
命
正
蕨
徳
゜
乃
日
其
如
台
、
（
祖
已
恐
王
未
受

其
言
故
乃
復
日
天
道
其
如
其
所
言
）
鳴
呼
、
王
司
敬
民
、

岡
非
天
胤
典
祀
無
豊
干
眠
。
（
胤
、
嗣
。
陀
、
近
也
。
歎
以

感
王
入
其
言
。
王
者
主
民
、
当
敬
民
事
。
民
事
無
非
天
所

嗣
常
也
。
祭
祀
有
常
、
不
当
特
豊
於
近
廟
、
欲
王
因
異
服

罪
改
修
之
。
）
（
『
書
』
高
宗
形
日
）
＊
（
）
内
は
偽
孔

伝
•
武
丁
祭
成
湯
、
有
雉
飛
昇
鼎
耳
而
雖
。
武
丁
問
諸
祖
己
。

祖
己
日
、
雉
者
野
鳥
也
。
不
当
昇
鼎
。
今
昇
鼎
者
、
欲
為

用
也
。
無
則
遠
方
将
有
来
朝
者
乎
。
故
武
丁
内
反
諸
己
、

以
思
先
王
之
道
。
三
年
編
髪
重
訳
来
朝
者
六
国
。
孔
子
日
、

吾
干
高
宗
形
日
、
見
徳
之
有
報
之
疾
也
。
（
『
尚
書
大
伝
』

高
宗
形
日
）

こ
こ
で
は
、
雉
が
鼎
に
止
ま
っ
て
鳴
い
た
と
い
う
不
吉
な
前
兆

に
つ
い
て
、
高
宗
が
祖
己
に
意
見
を
求
め
、
そ
れ
に
祖
己
が
答
え

る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。

原
釈
文
で
は
「
佐
」
を
待
考
と
す
る
。
一
方
、
季
旭
昇
は
、
「
他
」

と
し
て
、
お
そ
ら
く
「
示
」
・
「
祇
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
陳
剣
は
、

「
偕
」
を
「
葬
」
と
釈
読
す
る
。
陳
剣
説
に
従
う
。
本
篇
で
は
「
葬
」
、

伝
世
文
献
で
は
「
鼎
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
祭
器
で
あ

る
こ
と
は
共
通
す
る
。

(
2
)
召
祖
己
而
問
焉
日
、
「
是
何
也
。
」
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
謂

祖
己
而
問
安
日
、
是
何
也
」
と
し
て
い
る
が
、
説
明
は
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
魯
家
亮
は
、
「
安
」
で
は
「
祖
己
に
国
家
を
安
定
さ
せ

る
こ
と
を
教
え
請
う
」
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
い
、
実
際
高
宗
が

尋
ね
た
い
こ
と
は
、
「
な
ぜ
雉
が
鳴
く
と
い
う
現
象
が
起
き
た
の
か
」

で
あ
る
か
ら
、
「
安
」
は
適
当
で
は
な
く
、
「
焉
」
に
す
る
べ
き
で

あ
る
と
す
る
。
陳
剣
も
そ
れ
に
従
い
、
さ
ら
に
「
誤
」
を
「
召
」

と
釈
読
す
る
。
ま
た
、
季
旭
昇
は
「
焉
」
を
「
之
」
と
釈
読
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
、
陳
剣
説
に
従
っ
た
。

(
3
)
昔
先
君
格
王
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
客
王
」
と
す
る
が
、
説

明
は
な
い
。
原
釈
文
は
、
接
続
を
〈
競
2
〉
↓
〈
競
3
〉
と
考
え
、

「
…
…
昔
先
君
〔
祭
、
既
祭
焉
、
命
行
先
王
之
法
〕
」
と
し
、
先
君

が
祖
先
の
祭
祀
を
行
う
の
意
と
す
る
。
一
方
、
陳
剣
は
「
格
王
」

と
釈
読
し
、
ま
た
〈
競
2
〉
↓
〈
競
7
〉
の
接
続
の
根
拠
と
し
て
、

『
書
』
高
宗
形
日
「
惟
先
格
王
、
正
厭
事
」
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
、

『
書
』
の
「
格
王
」
で
は
、
「
王
1
1
祖
己
が
諌
め
た
当
時
の
王
（
高

宗
）
」
と
す
る
説
が
多
数
で
、
〈
競
7
〉
の
「
王
1
1
当
時
（
高
宗
）

以
前
の
先
王
」
で
あ
る
の
と
は
異
な
る
と
す
る
。
〈
競
2
〉
↓
〈
競

7
〉
の
「
…
…
昔
先
君
〔
格
王
、
天
不
見
害
、
地
不
生
戟
〕
」
以
下

(171) 



は
、
先
君
が
王
で
あ
っ
た
際
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
た
め
、
「
格
」

を
「
至
」
と
し
、
「
格
王
（
王
と
な
る
に
至
る
）
」
の
意
と
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
4
)

天
不
見
害
、
地
不
生
戟
、
則
祈
諸
鬼
神
日
、
天
地
明
棄
我

突
…
…
「
害
」
は
、
わ
ざ
わ
い
の
意
（
「
害
、
傷
也
。
」
（
『
説
文
解

字
』
）
、
「
害
、
所
得
而
悪
也
。
」
（
『
墨
子
』
経
説
上
）
。
）
「
醗
」
も
、

わ
ざ
わ
い
の
意
（
「
国
家
将
亡
、
必
有
妖
戟
。
」
（
『
礼
記
』
中
庸
）
、

「
妖
戟
謂
凶
悪
之
萌
兆
也
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。
『
春
秋
繁
露
』
に

ほ
ぼ
一
致
す
る
記
述
が
あ
る
。

春
秋
之
法
、
上
、
変
古
易
常
、
応
是
而
有
災
異
者
、
謂
幸

国
。
孔
子
日
、
天
之
所
幸
有
為
不
善
而
屡
極
゜
楚
荘
王
日

以
天
不
見
災
、
地
不
見
戟
、
則
祷
之
於
山
川
日
、
天
其
将

亡
予
耶
。
不
説
吾
過
、
極
吾
罪
也
。
以
此
観
之
、
天
災
之

応
過
而
至
也
。
異
之
顕
明
可
畏
也
。
此
乃
天
之
所
欲
救
也
。

春
秋
之
所
独
幸
也
。
荘
王
所
以
祷
而
請
也
。
聖
王
賢
君
尚

楽
受
忠
臣
之
諫
、
而
況
受
天
譴
也
。
（
『
春
秋
繁
露
』
必
仁

且
智
）

原
釈
文
は
、
「
天
不
見
萬
、
地
不
生
龍
、
則
訴
諸
鬼
神
日
、
「
天

地
明
棄
我
突
。
」
」
と
し
、
『
春
秋
繁
露
』
必
仁
且
智
篇
に
似
る
と

の
指
摘
を
す
る
の
み
で
、
「
萬
」
「
龍
」
と
い
う
釈
読
を
導
い
た
過

程
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。

一
方
、
季
旭
昇
は
、
「
天
不
見
害
、
地
不
生
戟
、
則
祈
諸
鬼
神
日
、

「
天
地
明
棄
我
突
。
」
」
と
し
、
『
春
秋
繁
露
』
を
有
力
な
資
料
と

す
る
点
は
原
釈
文
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
萬
」
・
「
龍
」
・
「
訴
」
に

対
し
て
は
、
字
形
か
ら
再
検
討
を
行
う
。
「
祈
」
は
「
祷
」
と
同
義

で
あ
る
と
す
る
。
陳
剣
も
こ
れ
に
従
う
。
た
だ
し
、
「
祈
」
を
「
訓
」

と
釈
読
す
る
。
こ
こ
で
は
、
王
か
ら
鬼
神
へ
の
行
為
と
し
て
は
「
祈
」

の
ほ
う
が
適
切
と
判
断
し
、
季
旭
昇
説
に
従
っ
た
。

(
5
)
近
臣
不
諫
、
遠
者
不
謗
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
従
臣
不
諫
、

遠
者
不
方
」
と
し
、
「
従
臣
」
を
「
侍
従
之
臣
」
と
す
る
（
「
従
臣

思
迩
。
」
（
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
）
）
。
「
諫
」
は
、
正
の
意
。
「
不

方
」
と
は
、
不
正
の
こ
と
（
「
不
方
之
政
、
不
可
以
為
国
。
」
（
『
管

子
』
修
靡
）
）
。

一
方
、
何
有
祖
は
、
下
文
の
「
遠
」
と
の
対
応
か
ら
、
「
従
臣
」

を
「
近
臣
」
と
し
て
い
る
。
季
旭
昇
は
、
「
従
臣
不
評
、
遠
者
不
謗
。
」

と
し
、
「
評
」
は
「
諫
」
と
も
読
め
る
が
、
語
調
は
「
肝
」
の
ほ
う

が
強
い
と
す
る
。
陳
剣
は
、
何
有
祖
に
従
っ
て
「
近
臣
」
と
、
季

旭
昇
に
従
っ
て
「
謗
」
と
し
、
「
近
臣
不
諫
、
遠
者
不
謗
」
と
す
る
。

「
従
臣
」
・
「
近
臣
」
は
共
に
側
近
の
臣
下
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
「
遠
」
と
の
対
応
を
重
視
し
、
何
有
祖
説
に
従
う
。
こ
こ
は
、

臣
下
が
君
主
に
対
し
て
諌
言
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
原
釈

文
の
「
正
」
・
「
方
」
と
す
る
説
で
は
な
く
、
季
旭
昇
の
「
諫
」
・
「
謗
」
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(
6
)
則
修
諸
郷
里
•
…
•
•
原
釈
文
で
は
、
接
続
を
〈
競7
〉
↓
〈
競

8
〉
と
し
、
「
則
修
諸
郷
〔
邦
、
此
能
従
善
而
去
禍
者
。
〕
」
と
す

る
。
「
修
」
は
、
治
め
る
の
意
（
「
修
、
治
也
。
」
（
『
広
雅
』
釈
詰
）
）
。

郷
は
、
国
の
意
（
「
不
死
之
郷
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
求
人
）
、
「
郷
亦

国
也
。
」
（
高
誘
注
）
）
。

一
方
、
陳
剣
は
、
接
続
を
〈
競
7
〉
↓
〈
競
4
〉
と
し
、
「
則
修

諸
郷
〔
里
。
今
此
祭
之
得
福
者
也
。
〕
」
と
す
る
。
「
郷
邦
」
・
「
郷

里
」
共
に
可
能
な
解
釈
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
陳
剣
の
排
列
に
従

っ
て
「
郷
里
」
と
す
る
。

(
7
)
今
此
、
祭
之
得
福
者
也
：
：
・
・
高
宗
が
先
君
を
祭
祀
し
て
福

を
受
け
る
こ
と
。
『
詩
』
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。

旱
麓
、
受
祖
也
。
周
之
先
祖
、
世
脩
后
稜
公
劉
之
業
、
大

王
王
季
、
申
以
百
福
干
麓
焉
。
（
『
詩
』
大
雅
・
旱
麓
・
詩

序）登
弟
君
子
、
神
所
労
突
。
（
『
詩
』
大
雅
・
旱
麓
）

箋
云
、
労
、
労
来
。
猶
言
佑
助
。
（
鄭
箋
）

正
義
日
、
上
言
祭
以
助
福
。
此
言
得
福
之
事
。
…
…
此

君
子
所
以
得
福
者
。
王
以
為
神
所
労
来
、
去
其
患
害
突
。

既
無
患
害
、
故
多
獲
福
。
（
孔
穎
達
疏
）

と
す
る
説
に
従
っ
た
。

(
8
)
請
、
量
之
以
差
給
…
•
•
•
犠
牲
な
ど
の
供
物
を
等
級
づ
け
て

適
量
に
す
る
よ
う
に
祖
己
が
高
宗
に
進
言
し
た
と
の
文
脈
で
取
る
。

『
書
』
高
宗
形
日
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

嗚
呼
。
王
司
敬
民
、
岡
非
天
胤
、
典
祀
無
豊
子
眠
。
（
『
書
』

高
宗
彩
日
）

眠
、
近
也
。
歎
以
感
王
入
其
言
。
王
者
主
民
、
当
敬
民

事
。
民
事
無
非
天
所
嗣
常
也
。
祭
祀
有
常
、
不
当
特
豊

於
近
廟
。
欲
王
因
異
服
罪
改
修
之
。
（
偽
孔
伝
）

眠
、
近
也
。
…
…
馬
云
、
眠
、
考
也
。
謂
補
廟
也
。
（
『
経

典
釈
文
』
）

是
王
者
主
民
也
。
既
与
民
為
主
、
当
敬
慎
民
事
。
民
事

無
大
小
、
無
非
天
所
嗣
常
也
。
言
天
意
欲
令
継
嗣
行
之
、

所
以
為
常
道
也
。
祭
祀
有
常
、
謂
犠
牲
菜
盛
尊
葬
俎
豆

之
数
礼
有
常
法
。
不
当
特
豊
於
近
廟
、
謂
犠
牲
礼
物
多

也
。
祖
巳
知
高
宗
豊
於
近
廟
、
欲
王
因
此
雖
雉
之
異
、

服
罪
改
修
以
従
礼
耳
、
其
異
不
必
由
豊
近
而
致
之
也
。

王
粛
亦
云
、
高
宗
豊
於
補
、
故
有
雅
雉
昇
遠
祖
成
湯
廟

鼎
之
異
。
（
孔
穎
達
疏
）
。

以
上
は
、
近
廟
を
祭
る
礼
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

原
釈
文
で
は
、
「
周
量
之
以
寝
汲
」
と
し
、
「
周
量
之
」
下
に
「
旦

之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
名
と
す
る
。
「
寝
」
は
河
の
名
。
「
汲
」
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は
汲
々
と
し
て
休
ま
な
い
様
子
。
「
寝
汲
」
と
は
、
汲
々
と
休
ま
ず

流
れ
る
寝
川
の
ほ
と
り
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
文
脈
が
飛

躍
し
す
ぎ
る
。

何
有
祖
は
、
「
周
量
之
以
衰
汲
」
と
し
、
「
衰
」
は
字
形
か
ら
判

断
す
る
の
み
。
陳
剣
は
、
「
請
量
之
以
喘
汲
（
？
）
」
と
し
、
「
請
」
．

「
嗜
」
・
「
汲
」
は
、
字
形
か
ら
判
断
し
て
い
る
。
「
喧
」
・
「
汲
」

に
つ
い
て
は
、
釈
読
を
行
わ
な
い
。
ま
た
、
「
量
」
は
下
の
「
量
之
」

と
同
じ
で
あ
り
、
九
店
楚
簡
に
見
え
る
「
量
領
」
の
意
味
で
取
る

と
す
る
が
、
詳
細
な
説
明
は
な
い
。
楊
沢
生
は
、
「
衰
」
を
「
差
」
、

「
管
」
を
「
給
」
と
釈
読
し
、
「
衰
給
」
と
は
、
祭
祀
の
際
の
供
物

を
等
差
づ
け
る
、
つ
ま
り
適
量
に
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
と
解
釈

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
林
志
鵬
は
、
「
請
醸
之
以
疏
趾
」
と
し
、
「
疏

趾
」
と
は
、
犠
牲
の
美
称
と
す
る
。
文
意
は
通
る
が
、
『
書
』
の
記

述
と
は
つ
な
が
ら
な
い
。

「
周
」
と
す
る
原
釈
文
の
説
に
は
無
理
が
あ
り
、
「
請
」
と
す
る

陳
剣
説
が
妥
当
で
あ
る
。
祭
祀
に
供
え
る
犠
牲
の
量
を
問
題
と
す

る
文
脈
な
ら
ば
、
原
釈
文
・
陳
剣
説
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
こ
で
は
何
有
祖
説
の
よ
う
に
「
衰
」
を
「
へ
ら
す
、
そ

ぐ
」
、
「
汲
」
を
「
取
る
」
と
解
釈
す
る
か
、
あ
る
い
は
楊
沢
生
説

の
よ
う
に
「
差
給
」
と
し
て
供
え
物
を
等
差
づ
け
る
（
適
量
と
す

る
）
の
意
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ

で
は
、
楊
沢
生
説
に
従
っ
た
。

(
9
)
高
宗
命
偲
説
量
之
以
祭
…
…
偲
説
と
は
、
殷
の
高
宗
の
宰

相
。
高
宗
が
夢
を
見
て
、
土
木
工
事
の
人
夫
の
中
か
ら
見
出
し
た

と
さ
れ
る
人
物
。

帝
武
丁
即
位
、
思
復
興
殷
、
而
未
得
其
佐
。
三
年
不
言
、

政
事
決
定
於
家
宰
、
以
観
国
風
。
武
丁
夜
夢
得
聖
人
、
名

日
説
。
以
夢
所
見
視
群
臣
百
吏
、
皆
非
也
。
於
是
酒
使
百

工
営
求
之
野
、
得
説
於
偲
険
中
。
是
時
説
為
脊
靡
、
築
於

偲
険
。
見
於
武
丁
、
武
丁
日
是
也
。
得
而
与
之
語
、
果
聖

人
、
挙
以
為
相
、
殷
国
大
治
。
故
遂
以
偲
険
姓
之
、
号
日

偲
説
。
（
『
史
記
』
殷
本
紀
）

(10)

発
故
度
、
行
古
作
。
廃
作
者
死
、
弗
行
者
死
…
…
原
釈
文

は
、
「
徳
」
を
「
虐
」
と
し
、
虎
が
猛
く
柔
順
で
は
な
い
の
意
と
す

る
（
「
虐
、
虎
不
柔
不
信
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
剛
暴
矯
詐
。
」

（
段
玉
裁
注
）
）
。

陳
剣
は
「
庖
」
と
す
る
も
、
説
明
は
な
い
。
許
元
咎
は
「
筈
」

と
す
る
も
、
説
明
は
な
い
。

林
志
鵬
は
「
古
」
を
「
故
」
、
「
箆
」
を
「
度
」
と
し
、
「
故
度
」
．

「
故
作
」
は
い
ず
れ
も
旧
法
の
意
と
し
て
、
「
故
度
を
発
し
、
故
作

を
行
い
、
故
度
を
廃
す
る
者
は
死
に
、
故
作
を
行
わ
ざ
る
者
は
死

す
。
」
と
の
文
脈
で
あ
る
と
解
説
す
る
。
こ
れ
に
従
う
。
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(
1
1
)不
出
三
…
•
三
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
、
の
意
（
五
行

変
至
、
当
救
之
以
徳
、
施
之
天
下
、
則
咎
除
。
不
救
以
徳
、
不
出

三
年
、
天
当
雨
石
。
木
有
変
。
」
（
『
春
秋
繁
露
』
五
行
変
救
）
）
。
『
尚

書
大
伝
』
高
宗
形
日
に
、
「
三
年
編
髪
重
訳
来
朝
者
六
国
」
と
あ
る
。

(12)
遠
人
之
陪
者
七
百
邦
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
祓
人
之
背
者
七

百
里
」
と
し
、
「
盛
」
は
地
名
、
「
杯
」
は
「
背
」
、
「
七
百
里
」
は

魯
国
の
封
域
と
解
釈
す
る
。

一
方
、
陳
剣
は
、
「
秋
人
之
服
者
七
百
邦
」
と
す
る
。
「
秋
」
に

つ
い
て
は
解
説
が
な
い
。
「
休
」
は
楚
簡
で
「
倍
」
・
「
背
」
と
解

釈
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
文
意
に
よ
っ
て
「
服
」
で
あ
る
と
す

る
。
ま
た
、
陳
偉
は
、
「
秋
」
は
北
方
の
異
民
族
で
あ
る
が
、
七
百

邦
と
い
う
多
さ
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
た
め
、
字
形
か
ら
「
逃
」

と
し
、
「
遠
人
」
と
釈
読
す
る
（
「
逃
、
遠
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
）
。

こ
れ
ら
の
説
を
考
慮
し
、
ま
た
文
脈
か
ら
考
え
て
、
「
遠
人
之
服

者
七
百
邦
」
と
し
て
「
遠
方
の
人
々
で
高
宗
（
殷
王
朝
）
に
服
従

す
る
者
は
七
百
邦
に
も
及
ん
だ
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
、
筆
者
は
一
案
と
し
て
、
「
杯
」
を
「
倍
」
と
し
、

「
倍
」
は
「
陪
」
と
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
「
陪
」
（
し
た
が
う
）

と
釈
読
で
き
る
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
遠

人
之
陪
者
七
百
邦
」
す
な
わ
ち
「
遠
方
の
人
々
で
高
宗
（
殷
王
朝
）

(13)
今
内
之
不
得
百
姓
、
外
之
為
諸
侯
笑
…
…
原
釈
文
は
、
「
外

之
為
諸
侯
笑
」
と
し
、
「
笑
」
を
嘲
笑
の
意
と
す
る
。
陳
剣
、
許
元

咎
も
こ
れ
に
従
う
。
さ
ら
に
許
元
咎
は
、
『
説
苑
』
と
の
関
連
性
を

指
摘
す
る
。管

仲
有
疾
。
桓
公
往
問
之
日
、
仲
父
若
棄
寡
人
竪
可
可
使

従
政
乎
。
対
日
、
不
可
。
竪
可
自
刑
以
求
入
君
。
其
身
之

忍
将
何
有
於
君
。
公
日
、
然
則
易
牙
可
乎
。
対
日
、
易
牙

解
其
子
忍
将
何
有
於
君
。
若
用
之
必
為
諸
侯
笑
。
及
桓
公

歿
竪
巧
易
牙
乃
作
難
。
桓
公
死
六
十
日
、
虫
出
於
戸
而
不

収
。
（
『
説
苑
』
権
謀
）

こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
っ
て
、
「
笑
」
と
釈
読
し
た
。

(14)
寡
人
之
不
肖
也
、
登
不
二
子
之
憂
也
哉
…
…
原
釈
文
で
は
、

「
剣
」
と
し
、
絶
え
て
滅
び
る
の
意
と
す
る
。
季
旭
昇
は
、
「
剥
」

は
「
燥
」
で
あ
り
、
憂
え
る
の
意
と
す
る
（
「
操
、
愁
不
安
也
。
」

（
『
説
文
解
字
』
）
）
。

陳
剣
は
、
郭
店
楚
簡
『
唐
虞
之
道
』
に
「
治
之
至
、
養
不
築
（
肖
）
、

乱
之
至
、
滅
賢
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
＝
架
」
を
「
肖
」
と
解
釈
す
る

例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
不
築
」
を
「
不
肖
」
と
す
る
。
文
脈

上
も
妥
当
で
あ
る
た
め
、
陳
剣
説
に
従
っ
た
。

に
従
う
者
は
七
百
邦
に
も
及
ん
だ
」
と
解
釈
す
る
。
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《
第
三
節
》

【
釈
文
】

隈
朋
与
飽
叔
牙
皆
拝
、
起
而
言
日
、
「
公
身
為
亡
道
、
進
華
俯
子
、

〈競

1
0〉

以
馳
於
悦
廷
。
駆
逐
敗
七
、
無
期
度
。
或
以
竪
可
与
易
牙
為
相
。

〈鯰
4

〉

二
人
也
朋
党
。
群
獣
捜
朋
、
取
与
厭
公
、
告
而
映
之
。
不
以
邦
家

為
事
、
縦
公
之
所
欲
。
鞭
民
虐
楽
、
敦
堪
背
願
、
疲
弊
斉
邦
、
日

〈飽
5

〉

盛
干
縦
、
弗
顧
前
後
。
百
姓
皆
怨
憎
、
奄
然
将
喪
、
公
弗
詰
。
親

臣
雖
欲
諫
、
又
不
得
見
、
公
活
弗
察
。
人
之
生
三
、
食
色
息
。
今

〈舶
6

〉

竪
可
匹
夫
、
而
欲
知
万
乗
之
邦
、
而
貴
手
。
其
為
災
也
深
突
。
易

牙
人
之
与
煮
而
食
人
。
其
為
不
仁
厚
芙
。
公
弗
図
、
必
害
公
身
。
」

【
訓
読
】

た

阻
朋
と
飽
叔
牙
と
皆
拝
し
、
起
ち
て
い
て
日
く
、
「
公
身
ら

う
し
な

道
を
亡
う
を
為
し
、
華
俯
子
に
進
ま
ん
と
し
て
、
以
て
悦
廷
に
馳

す
。
駆
逐
し
て
敗
七
す
る
こ
と
、
期
度
無
し
。
或
い
は
竪
可
と
易ひ

牙
と
を
以
て
相
と
為
さ
ん
と
す
。
二
人
や
朋
党
な
り
。
群
獣
朋
を
捜

せ
ま

き
、
取
与
し
て
公
に
厭
り
、
告
げ
て
之
に
映
く
。
邦
家
を
以
て
事

む
ち
う

と
為
さ
ず
、
公
の
欲
す
る
所
を
縦
に
す
。
民
を
鞭
ち
虐
も
て
楽
と

し
カ

し
、
堪
を
敦
ら
せ
願
い
に
背
き
、
斉
邦
を
疲
弊
せ
し
め
、
日
に
縦

に
す
る
を
盛
ん
に
し
、
前
後
を
顧
み
ず
。
百
姓
皆
怨
憎
し
、
奄
然

と
し
て
将
に
喪
び
ん
と
す
る
も
、
公
詰
む
る
弗
し
。
親
臣
諫
め

お
ろ
そ

ん
と
欲
す
る
と
雖
も
、
又
た
見
ゆ
る
を
得
ず
、
公
泊
か
に
し
て
察

せ
ず
。
人
の
生
は
三
、
食
色
息
な
り
。
今
竪
可
匹
夫
に
し
て
、
万

つ
か
さ
ど

乗
の
邦
を
知
ら
ん
と
欲
し
て
、
貴
手
と
な
る
。
其
の
災
を
為
す
や

深
し
。
易
牙
人
に
之
れ
与
し
て
煮
て
人
を
食
ら
わ
し
む
。
其
の
不

仁
を
為
す
こ
と
厚
し
。
公
図
ら
ず
ん
ば
、
必
ず
公
の
身
を
害
さ
ん
。
」

と。【
和
釈
】

隅
朋
と
飽
叔
牙
と
は
皆
拝
し
、
立
ち
上
が
っ
て
っ
た
、
「
公
は

自
ら
道
を
失
っ
て
お
り
ま
す
（
無
道
で
あ
り
ま
す
）
。
華
俯
子
（
美

女
）
の
と
こ
ろ
へ
進
も
う
と
し
て
、
悦
廷
（
小
郷
の
朝
廷
）
に
〔
向

か
っ
て
車
馬
を
〕
走
ら
せ
て
い
ま
す
。
〔
ま
た
、
人
を
〕
追
い
払
っ

て
狩
猟
を
行
う
こ
と
に
、
限
度
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
竪
可
と

易
牙
と
を
相
と
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
〔
竪
可
・
易
牙
の
〕
二
人

は
朋
党
で
あ
り
ま
す
。
群
獣
の
よ
う
に
朋
を
引
き
連
れ
、
取
与
（
取

捨
選
択
の
判
断
）
を
公
に
迫
っ
て
、
〔
一
方
的
に
〕
告
げ
て
背
き
ま

す
。
〔
竪
可
や
易
牙
は
〕
邦
家
の
こ
と
を
考
え
て
事
を
行
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
公
が
欲
し
て
い
る
こ
と
を
好
き
勝
手
に
し
て
い

ま
す
。
〔
彼
ら
は
〕
民
を
鞭
打
ち
暴
虐
を
楽
し
み
と
し
、
天
〔
の
意

志
〕
を
無
視
し
て
そ
の
願
い
に
背
き
、
斉
の
国
を
疲
弊
さ
せ
、
日

増
し
に
好
き
勝
手
す
る
こ
と
を
盛
ん
に
行
い
、
前
後
を
顧
み
ま
せ

ん
。
百
姓
は
皆
怨
み
憎
み
、
息
絶
え
絶
え
に
滅
び
よ
う
と
し
て
お
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り
ま
す
が
、
公
は
〔
そ
う
し
た
問
題
を
〕
収
拾
し
ま
せ
ん
で
し
た

（
気
に
か
け
ま
せ
ん
で
し
た
）
。
側
近
の
臣
下
が
お
諌
め
し
よ
う
と

し
ま
し
た
が
、
ま
た
〔
公
に
〕
謁
見
す
る
こ
と
が
で
き
ず
（
臣
下

の
諌
め
を
聞
か
ず
）
、
公
は
〔
そ
う
し
た
状
況
を
〕
い
い
か
げ
ん
に

さ
れ
〔
状
況
の
深
刻
さ
を
〕
察
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

人
の
生
き
て
い
く
上
で
〔
深
く
関
わ
る
も
の
〕
は
三
つ
、
食
•
色
・

息
（
子
孫
を
増
や
す
こ
と
）
で
す
。
今
竪
可
は
匹
夫
で
あ
り
な
が

ら
、
万
乗
の
邦
（
大
国
）
を
掌
握
し
よ
う
と
し
、
貴
手
（
宦
官
）

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
災
を
為
す
こ
と
が
深
刻
な
の
で
す
。
易
牙

は
人
と
徒
党
を
組
ん
で
〔
し
か
も
〕
人
間
を
食
べ
さ
せ
ま
し
た
。

そ
の
不
仁
を
為
す
こ
と
が
甚
だ
し
い
の
で
す
。
公
が
〔
あ
の
二
人

に
対
し
て
〕
対
策
を
お
立
て
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
必
ず
や
公
の
身

を
害
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
」
と
。

【
注
釈
】

(
1
)
進
華
伺
子
、
以
馳
於
悦
廷
…
…
原
釈
文
は
、
「
芋
」
を
「
華
」

と
釈
読
す
る
（
上
博
楚
簡
(
-
)
『
孔
子
詩
論
』
、
同
（
四
）
『
逸

詩
』
に
用
例
あ
り
）
。
「
進
華
」
と
は
、
自
分
か
ら
進
ん
で
物
事
を

求
め
る
心
が
あ
り
、
か
つ
才
能
の
華
や
か
さ
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

「
俯
子
」
は
「
明
子
」
す
な
わ
ち
「
明
天
子
」
で
あ
り
、
明
徳
聖

君
を
指
す
と
す
る
（
「
古
者
有
明
天
子
、
則
紀
侯
必
誅
。
」
（
『
春
秋

公
羊
伝
』
荘
公
四
年
伝
）
）
。
「
馳
」
は
、
車
馬
を
走
ら
せ
る
こ
と

（
「
大
駆
也
、
凡
馬
、
也
声
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
馳
、
疾
駆
也
。
」

（
『
広
韻
』
）
、
「
辰
不
集
干
房
、
瞥
奏
鼓
、
薔
夫
馳
、
庶
人
走
。
」
（
『
春

秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
七
年
伝
）
、
「
車
馬
日
馳
。
」
（
杜
預
注
）
）
。
「
悦
」

は
「
剋
」
で
あ
り
、
東
周
の
国
名
、
す
な
わ
ち
小
邪
。
山
東
省
膝

県
の
境
（
「
悦
氏
即
郊
氏
也
、
避
仇
改
為
侃
。
」
（
『
通
志
』
氏
族
略
・

以
国
為
氏
）
、
「
秋
、
郷
摯
来
来
朝
。
名
未
王
命
也
。
」
（
『
春
秋
左

氏
伝
』
荘
公
五
年
伝
）
、
「
未
受
爵
命
、
為
諸
侯
。
伝
発
附
庸
称
名

例
也
。
其
後
数
従
斉
桓
、
以
尊
周
室
王
、
命
以
為
小
邪
子
。
」
（
杜

預
注
）
）
。
「
進
華
明
子
、
以
馳
於
郷
廷
」
は
、
物
事
を
自
分
か
ら

進
め
る
心
が
あ
っ
て
オ
知
が
あ
る
明
徳
聖
君
で
あ
り
、
郷
廷
（
小

邪
の
朝
廷
）
に
〔
車
馬
を
〕
走
ら
せ
る
、
と
解
釈
す
る
。

一
方
、
趙
平
安
は
、
「
進
華
伺
子
、
以
馳
於
郷
廷
」
と
し
、
華
伺

子
（
美
女
）
の
い
る
郷
に
向
か
っ
て
〔
車
馬
を
〕
走
ら
せ
た
、
と

解
釈
す
る
。
「
華
伺
子
」
は
桓
公
の
六
人
の
夫
人
の
一
人
と
見
ら
れ

る
。
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
楊
沢
生
は
「
進
芋
」
を
「
進
干
」
、
「
俯

子
」
を
「
盲
子
」
と
し
、
「
進
干
盲
子
、
以
馳
於
悦
廷
」
と
は
盲
目

の
君
子
に
進
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
す
る
（
「
高
士
之
文
雅
、

言
無
不
可
暁
、
指
無
不
可
賭
。
観
読
之
者
、
暁
然
若
盲
之
開
目
、

聡
然
若
声
之
通
耳
。
三
年
盲
子
、
卒
見
父
母
、
不
察
察
相
識
、
安

肯
説
喜
。
」
（
『
論
衡
』
自
紀
）
）
。
ま
た
、
林
志
鵬
は
、
「
芋
」
は
「
汚
」

で
あ
り
、
け
が
す
、
は
ず
か
し
め
る
の
意
と
し
、
「
明
子
」
は
「
昭
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子
」
で
あ
り
、
賢
明
の
人
の
意
と
す
る
。
「
進
汚
明
子
」
と
は
、
進

ん
で
明
子
（
賢
明
の
人
）
を
汚
す
と
解
釈
す
る
（
「
高
宗
亦
承
弊
、

所
以
不
改
教
何
。
明
子
無
改
父
子
之
道
也
。
」
（
『
白
虎
通
』
三
教
）
、

「
考
朕
昭
子
刑
、
乃
単
文
祖
徳
。
」
（
『
書
』
洛
詰
）
、
「
昭
猶

所
謂
明
辟
也
。
」
（
察
沈
『
書
集
伝
』
）
）
。

(
2
)

駆
逐
敗
七
、
無
期
度
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
迫
犬
猟
郷
、
無

旗
、
度
」
と
す
る
。
「
迫
」
は
及
ぶ
の
意
（
「
迫
、
及
也
。
」
（
『
爾

雅
』
釈
言
）
）
、
「
込
」
は
「
犬
」
、
「
敗
」
は
狩
猟
の
意
。
「
迫
犬
猟

郷
」
と
は
、
城
邑
か
ら
遠
く
て
狩
猟
の
で
き
る
広
大
な
地
に
行
く

こ
と
と
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
、
「
葬
」
を
「
旗
」
と
し
、
「
旗
」
と

は
一
種
の
標
識
を
指
す
（
「
以
給
郊
廟
祭
祀
之
服
、
以
為
旗
章
、
以

別
貴
賎
等
給
之
度
。
」
（
『
礼
記
』
月
令
）
、
「
旗
章
、
鹿
旗
及
章
識

也
。
」
（
鄭
玄
注
）
）
。
「
度
」
は
法
、
法
度
の
こ
と
（
「
古
作
尼
（
宅
）
」

（
『
集
韻
』
）
、
「
眸
又
無
子
。
公
室
無
度
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
三
年
伝
）
、
「
無
法
度
也
。
」
（
杜
預
注
）
、
「
民
不
可
退
。
度
不
可

改
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
四
年
伝
）
、
「
度
、
法
也
。
」
（
杜
預

注
）
）
。
「
迫
犬
猟
郷
、
無
旗
、
度
」
と
は
、
城
邑
か
ら
遠
く
て
狩

猟
の
で
き
る
広
大
な
地
に
行
き
、
そ
こ
に
は
標
識
や
法
度
が
な
い
、

と
解
釈
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
「
迫
」
と
は
読
め
ず
、
「
句
」
で
あ
り
、
「
句
」

と
「
駆
」
と
は
音
通
す
る
と
す
る
。
「
述
」
は
「
逐
」
で
あ
り
（
上

博
楚
簡
（
三
）
『
周
易
』
第
四
十
三
簡
に
見
え
る
）
、
「
駆
逐
」
と

は
、
追
い
払
う
、
追
い
た
て
る
の
意
。
「
敗
」
は
「
田
」
の
異
体
字

で
あ
り
、
狩
り
を
す
る
、
狩
猟
す
る
の
意
。
「
葬
」
は
「
期
」
で
あ

り
、
「
無
期
度
」
と
は
、
限
度
が
な
い
、
限
り
が
な
い
の
意
。
「
駆

逐
田
郷
、
無
期
度
」
と
は
、
〔
人
を
〕
追
い
払
っ
て
郷
里
で
狩
猟
を

行
う
こ
と
に
、
限
度
が
な
い
の
意
。
何
有
祖
、
陳
剣
も
こ
れ
に
従

{？ 
原
釈
文
・
季
旭
昇
は
「
郷
」
を
「
郷
」
と
す
る
が
、
こ
れ
に
は

異
説
が
あ
る
。
何
有
祖
は
、
「
緬
」
と
す
る
も
、
待
考
と
す
る
。
こ

れ
を
受
け
て
、
林
志
鵬
は
、
は
「
即
」
で
あ
り
、
「
七
」
と
音
通
す

る
と
す
る
。
「
七
」
と
は
、
檄
射
（
糸
を
つ
な
い
だ
矢
で
射
る
）
、

狩
り
を
す
る
の
意
（
「
田
七
、
充
籠
腋
矢
、
共
雉
矢
。
」
（
『
周
礼
』

夏
官
・
司
弓
矢
）
、
「
及
曹
伯
陽
即
位
、
好
田
七
°
曹
郡
人
公
孫
彊

好
七
、
獲
白
雁
、
献
之
、
且
言
田
七
之
説
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』

哀
公
七
年
伝
）
）
。

こ
こ
で
は
、
「
駆
逐
」
（
季
旭
昇
説
）
、
「
敗
七
」
（
林
志
鵬
説
）
、

「
無
期
度
」
（
季
旭
昇
説
）
と
釈
読
し
、
「
駆
逐
敗
七
、
無
期
度
」

と
は
、
人
を
追
い
払
っ
て
狩
猟
を
行
う
こ
と
に
、
限
度
が
な
い
、

と
解
釈
し
た
。

(
3
)

或
以
竪
可
与
易
牙
為
相
…
…
竪
可
は
、
春
秋
、
斉
の
人
。

宦
官
。
斉
の
桓
公
の
寺
人
と
な
り
、
大
変
気
に
入
ら
れ
た
。
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易
牙
は
、
春
秋
、
斉
の
人
。
料
理
人
。
桓
公
に
美
味
を
献
じ
て

喜
ん
で
も
ら
お
う
と
思
っ
て
、
自
分
の
子
を
蒸
し
て
そ
の
肉
を
進

め
た
。管

仲
の
死
後
、
桓
公
は
管
仲
の
言
を
聞
か
ず
、
竪
可
と
易
牙
と

を
起
用
し
て
相
と
し
た
。
桓
公
の
死
後
、
竪
可
・
易
牙
ら
は
斉
の

国
を
乱
し
た
。

•
四
十
一
年
、
秦
穆
公
虜
晋
恵
公
、
復
帰
之
。
是
歳
、
管
仲
•

隅
朋
皆
卒
。
管
仲
病
、
桓
公
問
日
、
群
臣
誰
可
相
者
。
管

仲
日
、
知
臣
莫
如
君
。
公
日
、
易
牙
如
何
。
対
日
、
殺
子

以
適
君
、
非
人
情
、
不
可
。
公
日
、
開
方
如
何
。
対
日
、

倍
親
以
適
君
、
非
人
情
、
難
近
。
公
日
、
竪
可
如
何
。
対

日
、
自
宮
以
適
君
、
非
人
情
、
難
親
。
管
仲
死
、
而
桓
公

不
用
管
仲
言
、
卒
近
用
三
子
、
三
子
専
権
。
（
『
史
記
』
斉

太
公
世
家
）

顔
師
古
云
、
竪
可
・
易
牙
皆
斉
桓
公
臣
。
管
仲
有
病
、

桓
公
往
問
之
、
日
、
将
何
以
教
寡
人
。
管
仲
日
、
願
君

遠
易
牙
•
竪
可
。
公
日
、
易
牙
烹
其
子
以
快
寡
人
、
尚

可
疑
邪
。
対
日
、
人
之
情
非
不
愛
其
子
也
、
其
子
之
忍
、

又
将
何
愛
於
君
。
公
日
、
竪
可
自
宮
以
近
寡
人
、
猶
尚

疑
邪
。
対
日
、
人
之
情
非
不
愛
其
身
也
、
其
身
之
忍
、

又
将
何
有
於
君
。
公
日
、
諾
。
管
仲
遂
尽
逐
之
、
而
公

食
不
廿
心
不
恰
者
三
年
。
公
日
、
仲
父
不
已
過
乎
。
於

是
皆
即
召
反
。
明
年
、
公
有
病
、
易
牙
•
竪
可
相
与
作

乱
、
塞
宮
門
、
築
高
謄
、
不
通
人
。
有
一
婦
人
鍮
垣
入

至
公
所
。
公
日
、
我
欲
食
。
婦
人
日
、
吾
無
所
得
。
公

日
、
我
欲
飲
。
婦
人
日
、
吾
無
所
得
。
公
日
、
何
故
。

日
、
易
牙
•
竪
可
相
与
作
乱
、
塞
宮
門
、
築
高
踏
、
不

通
人
、
故
無
所
得
。
公
慨
然
歎
、
悌
出
、
日
、
嵯
乎
、

聖
人
所
見
登
不
遠
哉
。
若
死
者
有
知
、
我
将
何
面
目
見

仲
父
乎
。
蒙
衣
袂
而
死
乎
寿
宮
。
虫
流
於
戸
、
蓋
以
楊

門
之
扇
、
二
月
不
葬
也
。
（
張
守
節
『
史
記
正
義
』
）

(
4
)
朋
党
…
…
「
朋
党
」
と
は
、
主
義
や
利
害
を
同
じ
く
す
る

者
同
士
が
組
む
仲
間
（
「
以
朋
党
為
友
、
以
蔽
悪
為
仁
。
」
（
『
管
子
』

法
禁
）
）
。

(
5
)
群
獣
捜
朋
、
取
与
厭
公
、
告
而
映
之
。
…
…
原
釈
文
で
は
、

「
群
獣
」
は
比
喩
と
す
る
（
「
猟
者
張
羅
、
百
獣
群
擾
、
或
得
或
失
。
」

（
『
論
衡
』
幸
偶
）
）
。
「
遇
」
は
、
連
な
る
の
意
（
「
連
遇
也
、
凡

足
、
婁
声
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
遷
、
行
歩
不
絶
之
貌
、
猶
絲
日

聯
線
。
」
（
『
説
文
通
訓
定
声
』
）
）
。
「
取
与
」
は
、
取
る
こ
と
と
与

え
る
こ
と
の
意
。
「
説
」
は
、
諌
詳
の
意
（
「
説
、
詳
語
。
」
（
『
集

韻
』
）
）
。
「
答
」
は
未
詳
。
「
倭
」
は
「
憐
」
で
あ
り
、
恥
じ
る
の

意
（
「
憐
、
断
恥
也
。
」
（
『
集
韻
』
）
、
「
使
管
仲
終
窮
抑
幽
、
囚
而
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不
出
、
断
恥
而
不
見
、
窮
年
没
寿
、
不
免
為
辱
人
賎
行
突
。
」
（
『
戦

国
策
』
斉
策
）
）
。
「
群
獣
遷
朋
、
取
与
説
公
、
告
而
憐
」
と
は
、
群

獣
は
朋
を
連
ね
、
や
り
と
り
し
て
公
を
諌
め
、
告
げ
て
恥
じ
る
、

と
解
釈
す
る
。

陳
剣
は
、
「
取
与
厭
公
」
と
し
、
取
与
し
て
公
を
厭
う
の
意
で
解

釈
す
る
。
「
雛
」
は
「
鋸
」
に
通
じ
（
郭
店
楚
簡
『
老
子
』
丙
本
第

七
簡
、
馬
王
堆
吊
書
『
老
子
』
に
見
え
る
）
、
「
厭
」
或
い
は
「
饗
」

と
す
る
。

祠
健
聡
は
、
「
群
獣
激
朋
、
取
与
語
公
」
と
し
、
群
獣
は
朋
党
を

む
か
え
、
や
り
と
り
し
て
公
に
対
し
て
多
言
す
る
、
と
解
釈
す
る
。

「
遷
」
と
「
遂
」
と
は
音
通
し
、
む
か
え
る
、
ま
ち
う
け
る
、
よ

ぶ
の
意
。
「
説
」
は
「
誰
」
と
す
る
（
「
語
、
多
言
也
。
」
（
『
説
文

解
字
』
）
）
。

林
志
鵬
は
、
「
群
獣
捜
朋
、
取
与
厭
公
、
各
而
癸
」
群
獣
は
群
衆

を
引
き
連
れ
、
や
り
と
り
し
て
公
を
圧
迫
し
、
告
げ
て
背
く
、
と

解
釈
す
る
。
「
遷
」
と
「
捜
」
と
は
音
通
し
、
牽
引
す
る
の
意
（
「
捜
、

曳
緊
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
五
覇
者
、
捜
諸
侯
以
伐
諸
侯
者
也
。
」

（
『
孟
子
』
告
子
下
）
、
「
捜
、
牽
也
。
」
（
朱
子
集
注
）
、
「
子
有
衣

裳
、
弗
曳
弗
婁
」
（
『
詩
』
唐
風
•
山
有
枢
）
、
「
婁
、
亦
曳
也
。
」
（
毛

伝
）
）
。
「
但
」
は
「
朋
」
で
あ
り
、
群
衆
の
意
。
「
捜
朋
」
と
は
、

す
な
わ
ち
群
衆
を
牽
曳
す
る
の
意
。
「
厭
」
は
、
陳
剣
に
従
っ
て
、

押
さ
え
つ
け
る
、
押
し
迫
る
、
圧
迫
す
る
の
意
と
す
る
（
「
厭
、
窄

也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
）
。

楊
沢
生
は
、
「
二
人
也
、
朋
党
群
獣
、
捜
朋
取
与
、
厭
公
各
而
乖
」

二
人
は
、
群
獣
を
朋
党
と
し
、
党
与
を
む
か
え
集
め
、
公
の
訓
告

を
厭
っ
て
〔
そ
の
意
に
〕
背
く
。
「
朋
党
」
を
動
詞
と
す
る
。
「
取
」

を
「
緊
」
と
す
る
。
「
与
」
は
党
与
、
同
じ
仲
間
の
意
（
「
今
已
有

数
万
之
衆
者
也
、
陶
誕
比
周
以
争
与
。
」
（
『
荀
子
』
強
国
）
、
「
与
、

党
与
之
国
也
。
」
（
楊
椋
注
）
）
。
「
緊
与
」
と
は
、
党
与
を
集
め
る

の
意
（
「
諸
侯
受
而
官
之
、
連
朋
而
漿
与
、
高
下
万
物
、
以
合
民
用
。
」

（
『
管
子
』
山
至
数
）
）
。
「
倭
」
と
は
「
乖
」
、
そ
む
く
の
意
。

癖
聖
中
は
、
「
獣
遇
棚
取
、
与
厭
公
教
而
瞑
」
と
し
、
獣
は
群
衆

を
牽
引
し
、
公
の
教
え
を
塞
い
で
公
の
教
え
に
背
く
と
解
釈
す
る
。

「
遇
」
は
緊
を
曳
く
こ
と
。
「
厭
」
は
「
際
」
で
あ
り
、
塞
ぐ
、
覆

い
隠
す
の
意
（
「
厭
其
源
、
開
其
潰
、
江
川
可
喝
。
」
（
『
荀
子
』
修

身
）
、
「
厭
、
塞
也
。
」
（
楊
椋
注
）
）
。
「
各
」
は
「
教
」
、
「
詰
」
。
「
公

各
」
と
は
、
公
の
教
命
、
詔
令
。
「
倭
」
は
「
映
」
で
あ
り
、
そ
む

く
の
意
。
「
与
厭
公
各
而
倭
之
」
と
は
、
共
に
桓
公
の
教
令
を
覆
い

隠
し
て
こ
れ
に
背
く
こ
と
と
解
釈
す
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
解
釈
を
参
考
に
、
「
各
」
を
「
告
」
と
釈
読

し
、
告
げ
る
の
意
と
す
る
。
ま
た
、
「
倭
」
を
「
瞑
」
と
釈
読
し
、

背
く
の
意
と
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
「
群
獣
捜
朋
、
取
与
厭

公
、
告
而
映
之
。
」
と
し
、
「
竪
巧
・
易
牙
の
二
人
は
朋
党
で
あ
る
。

群
獣
の
よ
う
に
朋
を
引
き
連
れ
、
取
与
（
取
捨
選
択
の
判
断
）
を
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(
6
)
鞭
民
虐
楽
…
•
•
•
原
釈
文
で
は
、
「
庚
民
佛
楽
」
と
し
、
民
を

彿
楽
に
変
え
る
の
意
と
す
る
。
「
庚
」
は
、
か
わ
る
、
あ
ら
た
ま
る

の
意
（
「
庚
、
猶
更
也
。
庚
、
堅
強
貌
。
」
（
『
釈
名
』
釈
地
）
）
。
「
輯
」

は
字
書
に
未
見
。
「
佛
」
（
気
が
ふ
さ
ぐ
の
意
）
か
（
「
佛
、
鬱
也
。
」

（
『
説
文
解
字
』
）
）
。

哀
金
平
は
、
「
鞭
民
猫
楽
」
と
し
、
「
庚
」
を
「
弁
」
と
し
て
、

「
鞭
」
と
釈
読
し
、
鞭
刑
（
古
代
の
刑
罰
の
一
っ
）
の
意
と
す
る

（
「
流
宥
五
刑
、
鞭
作
官
刑
、
朴
作
教
刑
、
金
作
贖
刑
。
」
（
『
書
』

発
典
）
、
「
薄
刑
用
鞭
朴
、
以
威
民
也
。
」
（
『
国
語
』
魯
語
）
）
。
「
猫
」

は
、
暴
虐
の
意
と
す
る
（
「
猫
、
虐
也
。
」
（
『
爾
雅
』
釈
言
）
、
「
凌

虐
、
暴
虐
也
。
」
（
郭
瑛
注
）
）
。
「
鞭
民
虐
楽
」
と
は
、
竪
可
・
易

牙
が
民
を
鞭
打
っ
て
民
を
威
し
、
暴
虐
を
楽
し
み
と
し
た
、
と
解

釈
す
る
。
こ
こ
で
は
、
竪
可
・
易
牙
の
横
暴
な
様
子
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
箇
所
で
あ
る
た
め
、
哀
金
平
説
に
従
っ
た
。

(
7
)
敦
堪
背
願
…
•
•
•
原
釈
文
で
は
、
「
厳
」
は
「
敦
」
と
し
、
怒

る
、
責
め
る
、
そ
し
る
の
意
（
「
敦
、
怒
也
、
謳
也
。
」
（
『
説
文
解

字
』
）
）
。
「
造
」
は
「
堪
」
と
し
、
天
道
の
意
（
「
属
堪
輿
以
壁
塁

分
。
」
（
『
文
選
』
楊
雄
、
甘
泉
賦
）
、
「
張
晏
日
、
堪
輿
、
天
地
総

名
也
。
…
…
許
慎
日
、
堪
、
天
道
也
。
輿
、
地
道
也
。
」
（
李
善
注
）
）
。

公
に
迫
っ
て
、
〔
一
方
的
に
〕
告
げ
て
背
く
」
、

と
解
釈
し
た
。

「
杯
」
は
「
倍
」
と
し
、
「
背
」
と
釈
読
す
る
（
「
雖
有
明
智
高
行
、

倍
法
而
治
、
是
廃
規
矩
而
正
方
園
也
。
」
（
『
管
子
』
法
法
）
、
「
倍
、

古
背
字
同
。
」
（
劉
績
補
注
）
、
「
信
以
結
之
、
則
民
不
杯
。
」
（
上
博

楚
簡
『
細
衣
』
）
）
。
「
悉
」
は
「
應
」
と
す
る
。
『
史
記
』
司
馬
相

如
列
伝
に
「
非
常
之
原
、
黎
民
憚
焉
。
」
と
あ
り
、
『
漢
書
』
司
馬

相
如
伝
で
は
「
原
」
を
「
元
」
に
作
る
。
よ
っ
て
、
「
原
」
を
「
願
」

と
釈
読
す
る
。
「
敦
堪
背
願
」
と
は
、
天
道
の
意
志
・
願
い
に
背
＜

こ
と
、
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
季
旭
昇
は
三
説
を
提
示
す
る
。
「
篤
歓
背

願
」
（
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
み
、
民
の
願
い
に
背
く
）
、
「
篤
歓
倍
玩
」

（
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
み
、
貪
求
を
倍
増
さ
せ
る
）
、
「
篤
歓
附
侃
」

（
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
み
、
貪
頑
に
親
し
む
）
。

(
8
)
疲
弊
斉
邦
、
日
盛
干
縦
、
弗
顧
前
後
…
…
原
釈
文
で
は
、

「
疲
畝
斉
邦
、
日
盛
干
縦
、
弗
顧
前
後
」
と
は
、
斉
の
国
を
疲
弊

さ
せ
、
日
増
し
に
好
き
勝
手
に
す
る
こ
と
を
盛
ん
に
し
、
前
後
を

顧
み
て
い
な
い
、
の
意
と
す
る
。
こ
れ
に
従
う
。

(
9
)
百
姓
皆
怨
憎
、
奄
然
将
喪
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
百
姓
皆
邑

悠
、
洒
然
将
亡
」
と
し
、
「
邑
」
は
不
安
・
憂
い
を
示
す
と
す
る

（
「
邑
、
仮
借
為
悟
。
」
（
『
説
文
通
訓
定
声
』
）
、
「
悟
、
不
安
也
。
」

（
『
説
文
解
字
』
）
）
。
「
悠
」
は
待
考
と
す
る
。
「
洒
」
は
驚
く
さ
ま
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（
「
庚
桑
子
之
始
来
、
吾
洒
然
異
之
。
」
（
『
荘
子
』
庚
桑
楚
）
、
「
雀

李
云
、
驚
貌
。
」
（
『
経
典
釈
文
』
）
）
。

季
旭
昇
は
、
「
百
姓
皆
怨
憎
、
奄
然
将
亡
」
と
し
、
「
怨
」
は
字

形
か
ら
「
宛
」
と
隷
定
し
、
「
怨
」
と
釈
読
す
る
。
「
悠
」
は
形
声

か
ら
「
憎
」
と
す
る
。
「
奄
然
」
は
、
息
絶
え
絶
え
な
様
子
を
指
す
。

こ
こ
で
は
、
季
旭
昇
説
に
従
う
。

(10)

公
弗
詰
。
親
臣
雖
欲
諌
、
又
不
得
見
、
公
泊
弗
察
…
…
原

釈
文
で
は
、
「
公
弗
詰
置
、
臣
雖
欲
試
或
不
得
見
公
、
泊
弗
僕
〔
人

之
生
〕
」
と
し
、
「
羅
」
を
「
独
」
と
す
る
。
「
詰
独
」
と
は
、
独

り
で
責
め
る
の
意
。

季
旭
昇
は
、
「
公
弗
詰
。
口
臣
雖
欲
評
、
或
不
得
見
公
。
泊
弗
察

〔
人
之
生
〕
」
と
し
、
「
僕
」
を
「
察
」
と
読
む
べ
き
だ
と
す
る
が
、

説
明
は
な
い
。
陳
偉
は
、
「
親
臣
雖
欲
諫
、
又
不
得
見
、
公
固
弗
察
。
」

と
し
、
「
置
」
を
字
形
か
ら
「
親
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
、
「
口
臣
」
は
、
陳
偉
に
従
い
「
親
臣
」
と
す
る
。
「
試
」

は
季
旭
昇
に
従
い
、
「
諌
」
（
諌
言
す
る
）
と
す
る
。
「
僕
」
は
「
察
」

と
す
る
。
ま
た
、
「
詰
」
は
治
め
る
の
意
で
取
る
（
「
魯
多
盗
。
季

孫
謂
威
武
仲
日
、
子
益
詰
盗
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
二
十
一

年
伝
）
、
「
詰
、
治
也
。
」
（
杜
預
注
）
）
。
「
活
」
は
、
お
ろ
そ
か
、

疎
略
の
意
で
取
る
（
「
杜
橋
之
母
之
喪
、
宮
中
無
相
、
以
為
活
也
。
」

（
『
礼
記
』
檀
弓
上
）
、
「
活
、
猶
略
也
。
」
（
鄭
玄
注
）
）
。

(11)
人
之
生
三
、
食
色
息
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
泊
弗
僕
人
之
生
、

三
食
色
息
」
と
す
る
。
「
三
食
」
は
、
三
度
の
食
事
の
意
（
「
三
狸
、

三
食
、
三
燕
。
」
（
『
周
礼
』
秋
官
・
掌
客
）
、
「
士
三
食
不
得
緊
、

而
君
賠
砦
有
余
食
。
」
（
『
戦
国
策
』
斉
策
）
）
。
「
色
憂
」
は
、
憂
愁

の
顔
色
の
意
。

一
方
、
李
天
虹
は
、
「
人
之
性
三
、
食
•
色
・
息
」
と
し
、
「
息
」

の
変
体
で
「
休
」
と
読
む
。
ま
た
、
「
食
与
色
与
疾
」
（
郭
店
楚
簡

『
語
叢
一
』
―

1
0簡
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
疾
」
「
憂
」
に
近

い
意
味
で
取
る
異
説
を
挙
げ
る
が
、
下
に
続
く
「
貴
手
」
の
解
釈

も
考
慮
し
、
「
息
」
は
「
子
息
」
の
意
で
取
る
。
つ
ま
り
、
人
の
生

に
は
三
つ
あ
る
、
そ
れ
は
食
•
色
・
子
孫
〔
を
増
や
す
こ
と
〕
で

あ
る
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
蘇
建
洲
は
「
人
之
性
三
、
食
、

色
、
息
」
と
し
、
李
天
虹
説
に
同
意
し
つ
つ
、
一
方
で
は
「
息
」

で
は
な
く
「
憂
」
（
こ
の
場
合
は
「
疾
」
の
意
）
と
読
む
可
能
性
を

指
摘
す
る
。
「
食
•
色
・
憂
」
の
三
つ
は
、
人
間
の
生
理
的
な
側
面

を
指
す
こ
と
に
な
る
。
「
憂
」
を
感
情
と
し
て
解
釈
す
る
原
釈
文
と

は
異
な
る
。

こ
こ
で
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
深
く
関
わ
る
三
つ
の

「
生
」
は
、
「
食
」
「
色
」
「
息
」
で
あ
る
と
す
る
李
天
虹
説
に
従

っ
た
。
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(
1
2
)今
竪
可
匹
夫
、
而
欲
知
万
乗
之
邦
、
而
貴
手
…
•
•
•
原
釈
文

で
は
、
「
今
竪
可
秘
夫
、
而
欲
智
」
と
し
、
竪
巧
は
表
面
上
は
威
儀

が
あ
る
よ
う
に
装
う
が
、
実
際
は
謀
略
を
巡
ら
せ
て
い
る
、
と
の

意
で
解
釈
す
る
（
「
秘
、
威
儀
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
道
徳
上

通
、
而
智
故
消
滅
也
。
」
（
『
淮
南
子
』
覧
冥
訓
）
、
「
智
故
、
巧
詐
。
」

（
高
誘
注
）
）
。

季
旭
昇
は
「
今
竪
可
匹
夫
而
欲
知
万
盛
之
邦
、
而
貴
手
」
と
し
、

「
秘
」
を
「
匹
」
（
「
秘
（
匹
）
婦
晶
（
愚
）
夫
。
」
（
郭
店
楚
簡
『
語

叢
四
』
）
）
と
す
る
。
「
智
」
は
「
知
」
と
釈
読
し
、
主
管
（
つ
か

さ
ど
る
）
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
季
旭
昇
説
に
従
っ

た。(
1
3
)「
貴
手
」
…
•
•
•
原
釈
文
で
は
、
「
貴
手
」
は
貴
い
位
に
あ
る

官
吏
を
指
す
と
す
る
（
「
沈
手
将
中
軍
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公

十
二
年
伝
）
、
「
楚
官
多
名
為
手
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。

李
天
虹
は
、
「
貴
手
」
を
正
確
に
読
む
こ
と
は
難
し
い
と
す
る
が
、

竪
可
と
易
牙
と
が
政
権
を
掌
握
す
る
た
め
に
二
人
が
取
っ
た
行
動

が
「
貴
手
」
「
食
人
」
で
示
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
竪
可
の
場
合

は
、
宦
官
と
な
っ
た
こ
と
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
こ
こ
で

は
、
伝
世
文
献
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
李
天
虹
の
「
宦
官
と
な

っ
た
」
と
す
る
説
を
採
用
し
た
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
「
貴
手
」
を
官
手
を
任
命
す
る
の
意
と
す

る
季
旭
昇
説
、
「
手
」
を
音
通
か
ら
「
伊
」
と
釈
読
し
、
「
伊
」
を

此
・
是
ま
た
は
発
語
の
辞
と
し
て
解
釈
す
る
陳
偉
説
（
「
而
欲
知
万

乗
之
邦
而
貴
。
伊
其
為
災
也
深
突
。
」
）
、
「
貴
手
」
を
「
遺
君
」
（
君

主
を
遺
棄
す
る
）
と
解
釈
す
る
楊
沢
生
説
な
ど
が
あ
る
。

(14)

易
牙
人
之
与
煮
而
食
人
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
易
牙
人
之
与

摺
而
食
人
」
と
す
る
。
「
借
」
は
「
措
」
の
誤
字
と
す
る
（
「
措
、

裂
也
。
」
（
『
集
韻
』
）
）
。
「
食
人
」
に
つ
い
て
は
、
『
管
子
』
小
称
を

挙
げ
る
。

管
仲
有
病
、
桓
公
往
問
之
日
、
仲
父
之
病
病
突
、
若
不
可

緯
而
不
起
此
病
也
、
仲
父
亦
将
何
以
詔
寡
人
。
管
仲
対
日
、

微
君
之
命
臣
也
、
故
臣
且
謁
之
。
雖
然
、
君
猶
不
能
行
也
。

公
日
、
仲
父
命
寡
人
東
、
寡
人
東
。
令
寡
人
西
、
寡
人
西
。

仲
父
之
命
於
寡
人
、
寡
人
敢
不
従
乎
。
管
仲
摂
衣
冠
起
対

日
、
臣
願
君
之
遠
易
牙
。
竪
可
•
堂
巫
•
公
子
開
方
。
夫

易
牙
以
調
和
事
公
、
公
日
、
惟
蒸
嬰
兒
之
未
嘗
、
於
是
蒸

其
首
子
而
献
之
公
。
人
情
非
不
愛
其
子
也
、
於
子
之
不
愛
、

将
何
有
於
公
。
公
喜
宮
而
妬
、
竪
可
自
刑
而
為
公
治
内
。

人
情
非
不
愛
其
身
也
、
於
身
之
不
愛
、
将
何
有
於
公
。
（
『
管

子
』
小
称
）

一
方
、
劉
信
芳
は
、
『
管
子
』
な
ど
の
伝
世
文
献
か
ら
、
「
借
」

は
「
煮
」
と
読
む
べ
き
と
す
る
（
「
桓
公
好
味
、
易
牙
蒸
其
子
首
而
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進
之
。
」
（
『
韓
非
子
』
二
柄
）
）
。

易
牙
は
自
分
の
息
子
を
調
理
し
て
桓
公
に
勧
め
た
人
物
で
あ
る

た
め
、
劉
信
芳
説
に
従
っ
て
「
煮
」
で
釈
読
す
る
。
こ
の
よ
う
に

解
釈
す
る
と
、
下
文
の
「
食
人
」
と
も
合
致
す
る
。

(15)

公
弗
図
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
公
弗
堵
」
と
し
、
「
惰
」
は

「
堵
」
の
仮
借
字
。
食
い
止
め
る
、
迎
撃
す
る
の
意
と
す
る
。
原

釈
文
が
「
翌
」
を
「
害
」
と
す
る
の
は
音
通
だ
と
考
え
ら
れ
る
（
「
惇
、

音
害
。
」
（
『
集
韻
』
）
）
。

季
旭
昇
は
「
憎
」
を
「
図
」
と
釈
読
し
、
謀
る
の
意
と
す
る
。

そ
の
用
例
と
し
て
、
「
母
以
小
謀
敗
大
惰
（
図
）
」
（
上
博
楚
簡
（
一
）

『
細
衣
』
第
十
二
簡
）
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
、
季
旭
昇
説
に
従
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《
第
四
節
》

【
釈
文
】

〈
鮒
7〉

公
日
、
「
然
則
笑
如
。
」
飽
叔
牙
答
日
、
「
斉
邦
至
悪
死
、
而
上

戟
其
刑
。
至
欲
食
、
而
上
厚
其
倣
。
至
悪
苛
、
而
上
不
時
使
。
」

〈蛇
3

〉

公
乃
身
命
祭
。
有
司
祭
服
母
諭
。
器
必
躍
潔
、
母
入
残
器
。
犠
牲

珪
璧
必
全
如
故
、
加
之
以
敬
。
乃
命
有
司
著
作
符
。
老
弱
不
刑
。

〈
鯰
1〉

畝
紐
短
、
田
縄
長
、
百
糧
鐘
。
命
九
月
除
路
、
十
月
而
徒
梁
成
、

一
之
日
而
車
梁
成
。

【
訓
読
】

い
か
ん

公
日
く
、
「
然
ら
ば
則
ち
羹
如
せ
ん
。
」
と
。
飽
叔
牙
答
え
て

は
な
は

日
く
、
「
斉
の
邦
至
だ
死
を
悪
む
も
、
而
し
て
上
は
其
の
刑
を
戟

は

な

は

は

な

は

す
。
至
だ
食
を
欲
す
る
も
、
而
し
て
上
は
其
の
倣
を
厚
く
す
。
至

だ
苛
を
悪
む
も
、
而
し
て
上
は
時
な
ら
ず
し
て
使
う
。
」
と
。
公

乃
ち
身
ら
命
じ
て
祭
ら
し
む
。
有
司
の
祭
服
に
羅
母
し
。
器
は
必

ず
躙
潔
に
し
て
、
残
器
を
入
る
る
母
し
。
犠
牲
珪
璧
は
必
ず
全
く

し
て
故
の
如
く
、
之
を
加
う
る
に
敬
を
以
て
す
。
乃
ち
有
司
に
命

な
わ

じ
て
著
し
て
符
を
作
ら
し
む
。
老
弱
は
刑
せ
ず
。
畝
の
経
は
短
く

は

か

な

わ

は

か

（
畝
は
短
を
縄
り
）
、
田
の
経
は
長
く
（
田
は
長
を
縄
り
）
、
百
に

鐘
を
糧
と
す
。
命
じ
て
九
月
に
路
を
除
き
、
十
月
に
し
て
徒
梁
成

り
、
一
の
日
に
し
て
車
梁
成
る
。

【
和
釈
】

桓
公
は
っ
た
、
「
そ
れ
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
」
と
。
飽

叔
牙
は
答
え
て
言
っ
た
、
「
斉
の
国
は
甚
だ
死
を
嫌
悪
し
て
お
り
ま

す
が
、
上
は
そ
の
刑
を
暴
虐
に
行
い
ま
し
た
。
甚
だ
食
を
欲
し
て

お
り
ま
す
が
、
上
は
そ
の
倣
（
税
）
を
重
く
し
ま
し
た
。
甚
だ
苛

（
煩
雑
で
あ
る
こ
と
）
を
嫌
悪
し
て
お
り
ま
す
が
、
上
は
〔
人
々

を
徴
用
す
る
の
に
最
適
な
〕
時
で
は
な
い
の
に
使
役
し
ま
し
た
。
」
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と
。
桓
公
は
そ
こ
で
自
ら
命
じ
て
祭
祀
を
さ
せ
た
。
〔
祭
祀
の
際
の
〕

有
司
の
祭
服
に
は
模
様
が
な
い
（
素
服
を
用
い
る
）
。
器
は
必
ず
清

潔
で
あ
っ
て
、
欠
け
た
器
を
入
れ
な
い
。
犠
牲
•
珪
璧
は
必
ず
完

全
に
（
過
不
足
な
く
）
し
て
今
ま
で
通
り
〔
伝
統
礼
制
に
従
う
よ

う
〕
に
し
、
敬
意
の
気
持
ち
を
加
え
る
。
そ
こ
で
有
司
に
命
じ
て

著
し
て
符
（
政
令
）
を
作
ら
せ
た
。
老
人
・
幼
児
は
刑
罰
の
対
象

と
し
な
い
。
畝
の
縄
は
短
辺
で
取
り
（
畝
は
短
い
ほ
う
を
は
か
り
）
、

田
の
縄
は
長
辺
で
取
り
（
田
は
長
い
ほ
う
を
は
か
り
）
、
百
〔
石
ご

と
〕
に
〔
一
〕
鐘
を
租
税
と
す
る
。
〔
さ
ら
に
、
桓
公
は
〕
命
令
し

て
九
月
に
路
を
開
通
修
繕
し
、
十
月
に
人
用
の
橋
が
完
成
し
、
十

一
月
に
車
用
の
橋
が
完
成
し
た
。

【
注
釈
】

▼
関
連
す
る
伝
世
文
献

•
桓
公
在
位
、
管
仲
、
阻
朋
見
。
立
有
間
、
有
戴
鴻
飛
而
過

之
、
桓
公
歎
日
、
仲
父
、
今
彼
鴻
鵠
、
有
時
而
南
、
有
時

而
北
、
有
時
而
往
、
有
時
而
来
、
四
方
無
遠
、
所
欲
至
而

至
焉
、
非
唯
有
羽
翼
之
故
、
是
以
能
通
其
意
於
天
下
乎
。

管
仲
、
隠
朋
不
対
。
桓
公
日
、
二
子
何
故
不
対
。
管
子
対

日
、
君
有
覇
王
之
心
、
而
夷
吾
非
覇
王
之
臣
也
、
是
以
不

敢
対
。
桓
公
日
、
仲
父
胡
為
然
。
去
皿
不
当
言
、
寡
人
其
有

郷
乎
。
寡
人
之
有
仲
父
也
、
猶
飛
鴻
之
有
羽
翼
也
、
若
済

大
水
有
舟
揖
也
、
仲
父
不
一
言
教
寡
人
、
寡
人
之
有
耳
、

将
安
聞
道
而
得
度
哉
。
管
子
対
日
、
君
若
将
欲
網
王
挙
大

事
乎
、
則
必
従
其
本
事
突
。
桓
公
変
射
遷
席
、
棋
手
而
問

日
、
敢
問
何
謂
其
本
。
管
子
対
日
、
斉
国
百
姓
、
公
之
本

也
。
人
甚
憂
飢
、
而
税
倣
重
。
人
甚
憚
死
、
而
刑
政
険
。

人
甚
傷
労
、
而
上
挙
事
不
時
。
公
軽
其
税
倣
、
則
人
不
憂

飢
。
緩
其
刑
政
、
則
人
不
憚
死
。
挙
事
以
時
、
則
人
不
傷

剖
。
桓
公
日
、
寡
人
聞
仲
父
之
言
此
三
者
、
聞
命
突
、
不

敢
檀
也
、
将
薦
之
先
君
。
於
是
令
百
官
有
司
削
方
墨
筆
。

明
日
、
皆
朝
於
太
廟
之
門
朝
、
定
令
於
百
吏
、
使
税
者
百

一
鍾
、
孤
幼
不
刑
、
沢
梁
時
縦
、
関
誤
而
不
征
、
市
書
而

科
鯛
。
近
煮
ホ
之
以
忠
信
、
遠
者
示
之
以
礼
義
。
行
此
数

年
、
而
民
帰
之
如
流
水
。
（
『
管
子
』
覇
形
）

•
桓
公
明
日
七
在
康
、
管
仲
、
隔
朋
朝
、
公
望
二
子
、
弛
弓

脱
奸
而
迎
之
日
、
今
夫
鴻
鵠
春
北
而
秋
南
、
而
不
失
其
時
、

夫
唯
有
羽
翼
以
通
其
意
於
天
下
乎
。
今
孤
之
不
得
意
於
天

下
、
非
皆
二
子
之
憂
也
。
桓
公
再
言
、
二
子
不
対
。
桓
公

日
、
孤
既
言
突
、
二
子
何
不
対
乎
。
管
仲
対
日
、
剣
五
行
バ

患
労
、
而
上
使
不
時
。
人
患
飢
、
而
上
重
倣
焉
。
人
患
死
、

而
上
急
刑
焉
。
如
此
、
而
又
近
有
色
而
遠
有
徳
、
雖
鴻
鵠

之
有
翼
、
済
大
水
之
有
舟
揖
也
、
其
将
若
君
何
。
桓
公
蹴

然
送
遁
。
管
仲
日
、
昔
先
王
之
理
人
也
、
蓋
人
有
患
労
、
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而
上
使
之
以
時
、
則
人
不
患
労
也
。
人
患
飢
、
而
上
薄
倣

焉
、
則
人
不
患
飢
突
。
人
患
死
、
而
上
寛
刑
焉
、
則
人
不

刺
如
紺
。
如
此
、
而
近
有
徳
而
遠
有
色
、
則
四
封
之
内
、

視
君
其
猶
父
母
邪
。
四
方
之
外
、
帰
君
其
猶
流
水
乎
。
公

綴
射
援
綬
而
乗
、
自
御
、
管
仲
為
左
、
阻
朋
参
乗
、
朔
月

三
日
、
進
二
子
於
里
官
。
再
拝
頓
首
日
、
孤
之
聞
二
子
之

言
也
、
耳
加
聡
而
視
加
明
、
於
孤
不
敢
独
聴
之
、
薦
之
先

祖
。
管
仲
、
隔
朋
再
拝
頓
首
日
、
如
君
之
王
也
、
此
非
臣

之
言
也
、
君
之
教
也
。
於
是
管
仲
与
桓
公
盟
誓
為
令
日
、

老
弱
勿
刑
、
参
宥
而
後
弊
、
関
幾
而
不
正
、
市
正
而
不
布
。

山
林
梁
沢
、
以
時
禁
発
、
而
不
正
也
。
草
封
沢
塩
者
之
帰

之
也
、
管
若
市
人
。
三
年
教
人
、
四
年
選
賢
以
為
長
、
五

年
始
興
車
践
乗
、
遂
南
伐
楚
、
門
偲
施
城
。
北
伐
山
戎
、

出
冬
葱
与
戎
叔
、
布
之
天
下
、
果
三
匡
天
子
而
九
合
諸
侯
。

（
『
管
子
』
戒
）

(
1
)
斉
邦
至
悪
死
、
而
上
戟
其
刑
…
…
原
釈
文
は
、
「
斉
邦
至
悪
、

死
而
尚
秋
其
刑
」
と
す
る
。
「
秋
」
は
「
鍬
」
の
仮
借
。
憂
い
悲
し

む
の
意
（
「
鍬
、
手
鍬
也
」
（
『
字
彙
』
）
）
。
「
型
」
は
「
刑
」
と
し
、

法
（
の
っ
と
る
）
の
意
（
「
上
非
天
刑
、
下
非
地
徳
。
」
（
『
国
語
』

周
語
）
、
「
刑
、
法
也
。
」
（
茸
昭
注
）
）
。

何
有
祖
は
「
斉
邦
至
悪
、
死
而
上
数
其
刑
」
と
す
る
。
字
形
か

ら
「
穆
」
と
判
断
し
、
さ
ら
に
「
穆
」
と
「
戟
」
と
は
音
通
し
、

「
暴
」
の
意
味
と
す
る
（
「
子
日
、
以
徳
報
怨
、
則
寛
身
之
仁
也
。

以
怨
報
徳
、
則
刑
戟
之
民
也
。
」
（
『
礼
記
』
表
記
）
、
「
重
以
貪
暴

之
吏
、
刑
数
妄
如
、
民
愁
入
一
聯
、
入
一
逃
山
林
、
転
為
盗
賊
。
」
（
『
漢

書
』
食
貨
志
）
）
。
陳
剣
も
何
有
祖
に
従
い
、
「
数
」
と
す
る
。
ま

た
、
「
繁
」
・
「
重
」
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
待
考
と
す
る
。
陳
偉

も
何
有
祖
に
従
う
（
「
證
態
勝
良
命
日
裁
。
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
貴
因
）
、

「
裁
、
暴
也
。
」
（
高
誘
注
）
）
。
こ
こ
で
は
、
原
釈
文
で
は
意
味
が

取
り
づ
ら
い
た
め
、
何
有
祖
説
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。

(
2
)
至
欲
食
、
而
上
厚
其
倣
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
至
欲
食
、
而

尚
厚
其
倣
」
と
す
る
。
「
厚
倣
」
は
、
重
税
を
課
す
の
意
（
「
巡
野

観
稼
、
以
年
之
上
下
出
倣
法
。
」
（
『
周
礼
』
地
官
・
司
徒
）
、
「
倣

法
者
、
豊
年
従
正
、
凶
荒
則
損
。
若
今
十
傷
二
三
、
実
除
減
半
。
」

（
鄭
玄
注
）
）
。
こ
れ
に
従
う
。

(
3
)
至
悪
苛
、
而
上
不
時
使
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
不
時
」
は
、

時
期
が
合
わ
な
い
、
適
切
で
な
い
の
意
と
す
る
（
「
不
時
不
食
。
」

（
『
論
語
』
郷
党
）
、
「
不
時
、
非
朝
夕
日
中
時
。
」
（
何
晏
集
解
引

鄭
玄
注
）
）
。

陳
偉
は
、
「
苛
」
は
煩
多
、
煩
雑
の
意
で
あ
り
、
ま
た
「
擾
」
で

あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
「
苛
、
政
煩
也
。
」
（
『
玉
篇
』
）
、
「
朝
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夕
苛
我
辺
郡
。
」
（
『
国
語
』
晋
語
）
、
「
苛
、
擾
也
。
」
（
尊
昭
注
）
）
。

こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
う
。

(
4
)
祭
服
母
舗
…
…
原
釈
文
は
、
「
祭
服
母
紋
」
と
す
る
。
「
祭

服
」
は
祭
祀
の
時
に
着
る
服
で
、
古
は
天
子
か
ら
士
・
庶
ま
で
皆

こ
れ
を
用
い
た
。
「
祭
服
母
紋
」
と
は
、
祭
服
に
は
紋
飾
り
が
あ
る

も
の
を
禁
止
す
る
の
意
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
「
祭
服
母
舗
」
と
し
、
「
紋
」
を
「
紋
」
と

読
む
の
は
、
音
が
比
較
的
遠
い
た
め
、
「
髄
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
公
は
自
ら
祭
祀
を
行
う
こ
と
を
命
令
し
、
そ

の
際
の
有
司
の
祭
服
に
は
模
様
が
な
い
（
質
朴
で
派
手
で
な
い
）

も
の
で
あ
っ
た
、
と
解
釈
す
る
。
陳
剣
も
こ
れ
に
従
う
。

原
釈
文
・
季
旭
昇
説
は
い
ず
れ
も
質
素
な
祭
服
を
用
い
る
こ
と

を
指
す
た
め
に
、
そ
の
後
の
解
釈
に
大
き
な
差
は
生
じ
な
い
が
、

こ
こ
で
は
季
旭
昇
説
に
従
っ
た
。

(
5
)
器
必
繹
潔
…
・
：
原
釈
文
は
、
「
器
必
独
視
」
と
す
る
。
「
羅
」

は
盟
で
あ
り
、
「
蜀
」
と
読
む
（
「
独
者
蜀
。
」
（
『
爾
雅
』
釈
山
）
、

「
蜀
亦
孤
独
。
」
（
郭
瑛
注
）
）
。
「
器
必
独
視
」
と
は
、
器
物
は
単

独
で
安
置
す
る
必
要
が
あ
り
、
必
ず
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
意
で
あ
る
と
す
る
。

季
旭
昇
は
「
器
必
躙
潔
」
と
す
る
。
「
羅
」
は
「
躙
」
の
略
字
。

「
怒
」
は
「
介
」
と
は
音
通
し
、
「
介
」
は
「
潔
」
と
音
通
す
る
と

す
る
。
影
浩
は
「
器
必
躙
潔
」
と
し
、
祭
器
は
必
ず
清
潔
さ
を
保

つ
の
意
で
あ
り
、
『
墨
子
』
の
用
例
を
指
摘
す
る
。

潔
為
酒
醜
菜
盛
、
以
祭
祀
天
鬼
。
其
事
鬼
神
也
、
酒
醗
菜

盛
不
敢
不
躙
潔
、
犠
牲
不
敢
不
脈
肥
、
珪
璧
幣
吊
不
敢
不

中
度
量
、
春
秋
祭
祀
不
敢
失
時
幾
、
聴
獄
不
敢
不
中
、
分

財
不
敢
不
均
、
居
所
不
敢
怠
慢
。
（
『
墨
子
』
尚
同
上
）

こ
こ
で
は
、
季
旭
昇
•
影
浩
に
従
っ
て
、
「
器
必
躙
潔
」
と
し
、

祭
器
は
必
ず
清
潔
さ
を
保
つ
の
意
で
解
釈
し
た
。

(
6
)

母
入
残
器
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
母
入
銭
器
」
と
し
、
そ
の

他
の
器
物
を
内
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
意
。
陳
剣
も
こ

れ
に
従
う
。
季
旭
昇
は
「
銭
」
を
「
賎
」
と
釈
読
し
、
「
賎
器
」
と

は
、
伝
統
文
献
の
鐘
鼎
葬
器
な
ど
の
重
い
器
を
指
す
と
す
る
。
あ

る
い
は
、
「
伐
器
」
で
あ
り
、
凶
伐
の
器
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
の

意
で
あ
る
と
す
る
解
釈
も
提
示
し
て
い
る
。

一
方
、
影
浩
は
、
祭
祀
の
際
に
備
え
る
器
に
は
破
損
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
た
め
、
「
残
器
」
と
し
て
、
破
損
し
た
器
の
意
と
す
る

（
「
祭
服
蔽
則
焚
之
、
祭
器
畝
則
埋
之
、
亀
英
畝
則
埋
之
、
牲
死
則

埋
之
。
」
（
『
礼
記
』
曲
礼
上
）
、
「
此
皆
不
欲
人
褻
之
也
。
焚
之
必

己
不
用
。
埋
之
不
知
鬼
神
之
所
為
。
」
（
鄭
玄
注
）
）
。
陳
偉
・
苑
常
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．
魯
家
亮
も
こ
れ
に
従
う
。

こ
こ
で
は
、
影
浩
に
従
っ
て
、
「
母
内
残
器
」
と
し
、
破
損
し
た

祭
器
を
入
れ
な
い
、
と
解
釈
し
た
。

(
7
)

犠
牲
珪
璧
必
全
、
如
故
、
加
之
以
敬
…
…
原
釈
文
で
は
、

「
犠
牲
珪
璧
必
全
、
如
老
加
之
以
敬
」
と
す
る
。
「
犠
牲
．
珪
璧
」

は
、
祭
祀
の
際
に
用
い
ら
れ
る
物
。
（
「
犠
牲
玉
吊
」
（
『
春
秋
左
氏

伝
』
荘
公
十
年
）
、
「
四
者
皆
祭
神
之
物
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
。
「
是
月

也
、
祀
不
用
犠
牲
、
用
圭
璧
、
更
皮
幣
。
」
（
『
礼
記
』
月
令
）
）
。

「
者
」
は
「
老
」
の
古
音
で
、
字
書
に
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
箇

所
の
大
意
は
、
祭
祀
用
の
品
を
増
加
し
て
敬
重
を
示
す
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
す
る
。

何
有
祖
は
「
犠
牲
珪
璧
、
必
全
如
祈
」
と
し
、
「
考
」
を
「
習
」

と
隷
定
し
、
「
老
」
の
省
略
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
習
」
は

「
祈
」
と
釈
読
す
る
。
ま
た
、
疸
常
喜
は
「
犠
牲
珪
璧
必
全
、
如

苦
」
と
し
、
「
習
」
を
「
禾
」
に
隷
定
し
、
「
枯
」
と
読
み
替
え
、

「
苦
」
と
釈
読
す
る
。
「
苦
」
は
、
文
献
中
は
常
に
器
物
、
或
い
は

他
の
物
品
、
技
能
が
粗
悪
で
あ
る
こ
と
を
形
容
す
る
時
に
用
い
ら

れ
る
（
「
式
既
在
位
、
見
郡
国
多
不
便
縣
官
作
塩
鉄
、
鉄
器
苦
悪
、

買
貴
、
或
強
令
民
売
買
之
。
」
（
『
史
記
』
平
準
書
）
、
「
凡
病
之
器

云
苦
。
」
（
司
馬
貞
『
史
記
索
隠
』
）
）
。

季
旭
昇
は
、
苑
常
喜
が
「
枯
」
と
読
み
替
え
る
の
に
従
っ
て
、
、

「
故
」
と
釈
読
し
、
「
必
全
如
故
」
と
は
、
祭
祀
の
品
が
古
え
か
ら

の
伝
統
礼
制
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
完
全
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を

言
う
と
す
る
。
魯
家
亮
は
、
季
旭
昇
に
従
っ
て
「
故
」
と
し
て
、

祭
祀
を
指
す
と
し
（
「
君
無
故
不
殺
牛
、
大
夫
無
故
不
殺
羊
、
士
無

故
不
殺
犬
家
。
」
（
『
礼
記
』
玉
藻
）
、
「
故
、
謂
祭
祀
之
属
。
」
（
鄭

玄
注
）
）
、
「
犠
牲
珪
璧
、
必
全
如
故
」
と
は
、
犠
牲
・
珪
璧
は
必

ず
最
も
良
い
も
の
を
用
い
て
、
同
じ
よ
う
に
祭
祀
を
同
様
に
（
最

も
良
く
す
る
よ
う
に
）
挙
行
す
る
、
と
解
釈
す
る
。

こ
こ
で
は
、
季
旭
昇
説
に
従
い
、
「
必
全
如
故
」
と
は
、
犠
牲
珪

璧
と
い
う
祭
祀
の
品
は
必
ず
完
全
に
（
過
不
足
な
く
）
し
て
、
今

ま
で
通
り
（
伝
統
礼
制
に
従
っ
て
）
行
う
、
と
解
釈
す
る
。

な
お
、
「
老
」
字
の
異
説
と
し
て
、
劉
信
芳
の
「
鮎
」
（
祭
祀
用

の
清
酒
）
、
陳
偉
の
「
胡
」
（
豊
大
の
意
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
8
)
命
有
司
著
作
符
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
命
有
司
箸
袢
浮
」
と

す
る
が
、
未
詳
•
待
考
と
す
る
。
張
富
海
は
、
「
祥
」
は
賞
、
「
浮
」

は
罰
の
意
で
、
「
祥
」
と
「
浮
」
と
は
相
反
す
る
意
味
で
あ
る
と
す

る
（
「
天
之
仮
助
不
善
、
非
祥
之
也
、
厚
其
凶
悪
而
降
之
罰
也
。
」

（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
一
年
伝
）
）
。
桓
公
が
飽
叔
牙
と
阻
朋

の
諫
言
に
従
っ
て
、
臣
下
に
賞
罰
を
簡
冊
に
著
す
よ
う
命
令
し
、

特
に
老
弱
は
刑
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
刑
政
を
緩
和
す
る
こ

と
を
示
し
た
、
と
解
釈
す
る
。
季
旭
昇
も
、
「
命
有
司
箸
袢
罰
」
と
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し
て
、
桓
公
が
官
吏
達
に
命
令
し
て
賞
罰
の
規
定
を
明
ら
か
に
さ

せ
、
老
弱
の
人
に
は
刑
を
用
い
な
い
こ
と
を
著
さ
せ
た
、
と
解
釈

す
る
。
ま
た
、
影
浩
は
「
命
有
司
箸
作
浮
」
と
し
、
「
箸
」
は
「
著
」

で
、
「
書
」
で
あ
っ
て
、
刑
を
制
定
す
る
の
意
（
「
書
、
著
也
。
」
（
『
説

文
解
字
』
）
）
、
「
作
」
は
作
刑
の
意
、
「
浮
」
は
罰
の
意
（
「
偕
立
、

違
言
有
常
爵
。
膵
令
弟
子
辞
日
、
母
憮
、
母
放
、
母
偕
立
、
母
鍮

言
。
若
是
者
浮
。
」
（
『
礼
記
』
投
壺
）
、
「
常
爵
、
常
所
以
罰
人
之

爵
也
。
浮
、
亦
謂
是
也
」
（
鄭
玄
注
）
）
と
す
る
。

一
方
、
陳
偉
は
「
命
有
司
著
作
符
」
と
し
、
「
箸
」
は
「
著
」
で

あ
っ
て
、
記
載
の
意
と
し
、
「
浮
」
は
「
符
」
で
あ
っ
て
、
官
府
文

書
の
意
と
す
る
。
魯
家
亮
も
こ
れ
に
従
う
。
『
管
子
』
覇
形
に
「
令

百
官
有
司
削
方
墨
筆
。
」
と
あ
り
、
「
削
方
」
は
、
政
策
の
札
を
指

し
、
こ
れ
は
簡
文
中
の
「
作
」
に
当
た
る
。
「
墨
筆
」
は
記
載
の
意

で
あ
り
、
簡
文
中
の
「
著
」
に
当
た
る
。
竹
書
中
の
「
符
」
は
政

令
の
意
で
あ
り
、
簡
文
中
の
「
令
」
に
当
た
る
。
「
老
弱
不
刑
、
畝

縄
短
、
田
紐
長
、
百
糧
鍾
。
命
九
月
…
…
」
は
、
札
に
記
載
さ
れ

た
内
容
で
あ
り
、
『
管
子
』
覇
形
と
戒
の
中
の
「
令
」
の
内
容
に
当

た
る
。
従
っ
て
、
「
乃
命
有
司
箸
作
浮
」
と
は
、
桓
公
が
有
司
に
命

じ
て
著
し
て
符
（
政
令
）
を
作
ら
せ
た
、
と
解
釈
す
る
。

こ
こ
で
は
、
陳
偉
説
に
従
っ
て
、
「
符
」
を
官
府
文
書
す
な
わ
ち

政
令
と
み
な
し
、
下
文
に
続
く
対
策
す
べ
て
を
記
載
し
た
も
の
と

考
え
る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
『
管
子
』
覇
形
の
内
容
と
も

合
致
す
る
。

(
9
)

老
弱
不
刑
…
…
老
人
・
幼
児
は
、
罪
を
犯
し
て
も
罪
は
問

わ
れ
ず
、
刑
に
服
さ
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
。
対
策
の
一

つ
と
し
て
、
刑
罰
の
軽
減
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
掲
の
『
管

子
』
戒
・
覇
形
の
記
述
と
合
致
す
る
。

(10)
畝
縄
短
、
田
縄
長
、
百
糧
鐘
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
経
緒
田

経
」
は
、
未
詳
•
待
考
と
す
る
。

何
有
祖
は
、
「
故
縄
短
、
田
縄
長
。
百
糧
重
命
」
と
し
、
「
絹
」

は
「
短
」
と
釈
読
し
て
、
後
の
「
長
」
と
対
応
さ
せ
て
い
る
（
「
緒
、

索
也
。
」
（
『
玉
篇
』
）
、
「
約
束
不
以
緒
索
。
」
（
『
荘
子
』
餅
拇
）
）
。
「
第

命
」
は
下
文
の
「
命
」
と
続
け
て
、
「
重
命
」
と
す
る
。
上
博
楚
簡

（
二
）
『
魯
邦
大
旱
』
第
三
簡
の
「
通
命
」
は
「
重
命
」
と
読
め
、

「
百
姓
の
生
命
を
重
視
す
る
」
や
、
「
天
命
を
重
視
す
る
」
と
い
う

意
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

影
浩
は
「
畝
繕
短
、
田
縄
長
、
百
糧
鍾
。
」
と
し
、
「
百
糧
鍾
」

と
は
、
百
石
の
糧
食
か
ら
税
を
納
め
る
納
税
方
法
で
あ
る
と
す
る

（
「
使
税
者
百
一
鍾
」
（
『
管
子
』
覇
形
）
、
「
仮
令
百
石
而
取
一
鍾
」

（
手
知
章
注
）
）
。
「
鍾
」
は
斉
国
の
四
量
（
豆
·
区
・
釜
•
鍾
）

の
最
大
の
も
の
で
、
十
石
に
等
し
い
。
魯
家
亮
も
こ
れ
に
従
う
。

劉
信
芳
は
、
「
畝
縄
短
、
田
縄
長
、
百
量
鐘
」
と
し
、
「
百
糧
」
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は
「
百
量
」
と
釈
読
す
る
（
「
桓
公
問
於
管
子
日
、
請
問
国
制
。
管

子
対
日
、
国
無
制
、
地
有
量
。
桓
公
日
、
何
謂
国
無
制
、
地
有
量
。

管
子
対
日
、
高
田
十
石
、
間
田
五
石
、
庸
田
三
石
、
其
余
皆
属
諸

荒
田
。
地
量
百
畝
。
一
夫
之
力
也
。
」
（
『
管
子
』
山
権
数
）
）
。
簡

文
の
「
百
量
」
は
、
一
夫
の
田
が
百
畝
で
あ
る
こ
と
を
言
う
。
「
童
」

は
「
鍾
」
と
釈
読
す
る
(
「
-
農
之
事
、
終
歳
耕
百
畝
、
百
畝
之
収
、

不
過
二
十
鍾
、
一
農
之
事
、
乃
中
二
金
財
耳
」
（
『
管
子
』
軽
重
甲
）
）
。

「
百
量
鍾
」
と
は
、
百
畝
の
田
か
ら
の
収
入
は
二
十
鍾
で
あ
る
こ

と
を
指
す
。
「
縄
」
は
『
管
子
』
で
は
、
「
墨
」
と
作
る
（
「
尺
寸

也
、
縄
墨
也
、
規
矩
也
、
衡
石
也
、
斗
鮒
也
、
角
量
也
、
謂
之
法
。
」

(
『
管
子
』
七
法
）
）
。
「
畝
縄
」
・
「
田
縄
」
は
畝
法
と
田
法
で
あ
り
、

賦
税
の
額
を
計
算
す
る
と
い
う
意
味
で
の
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う

と
す
る
。

季
旭
昇
は
、
「
畝
縄
短
、
田
繕
長
、
百
糧
鍾
」
と
は
、
比
較
的
短

い
ひ
も
を
用
い
て
私
田
を
測
り
、
比
較
的
長
い
ひ
も
を
用
い
て
公

田
を
測
っ
て
、
百
石
ご
と
に
十
石
ぶ
ん
の
収
穫
を
納
税
す
る
と
解

釈
す
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
方
法
で
租
税
が
軽
減
さ
れ
て
い

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
案
を
筆
者
は
二
つ

提
示
し
た
い
。

な

わ

な

わ

―
つ
は
、
「
畝
の
縄
は
短
く
、
田
の
経
は
長
く
」
と
読
み
、
縄

で
土
地
の
計
測
時
、
縄
が
余
っ
た
場
合
に
は
、
畝
で
は
切
り
捨
て

（
短
い
方
で
取
る
）
、
田
で
は
切
り
上
げ
る
。
つ
ま
り
、
比
較
的
小

さ
く
見
積
も
る
か
、
大
き
く
見
積
も
る
か
の
違
い
を
付
け
る
の
で

あ
る
。
こ
の
方
法
で
は
、
大
き
く
軽
減
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

多
少
の
軽
減
は
で
き
る
。

も
う
―
つ
は
、
累
進
課
税
的
な
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
際
、
「
紐
」

は

か

は

か

を
は
か
る
の
意
で
取
っ
て
、
「
畝
は
短
を
縄
り
、
田
は
長
を
縄
り
」

（
畝
は
短
い
ほ
う
を
は
か
り
、
田
は
長
い
ほ
う
を
は
か
り
）
と
読

み
、
土
地
が
正
方
形
で
な
い
場
合
、
土
地
の
計
測
時
に
は
畝
（
私

田
）
は
短
辺
で
取
り
、
田
（
公
田
）
は
長
辺
で
取
っ
て
租
税
を
課

す
と
考
え
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
田
で
は
税
率
が
軽
く
な
り
、
公

田
で
は
税
率
が
重
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
箇
所
の
租
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
説
が
あ
り
、
今

後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

「
百
糧
鐘
」
に
つ
い
て
は
、
『
管
子
』
覇
形
と
の
関
連
か
ら
、
「
百

石
ご
と
に
一
鐘
を
租
税
と
し
た
」
と
解
釈
す
る
。

(11)
命
九
月
除
路
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
除
路
」
と
し
、
道
路
を

修
繕
し
、
開
通
さ
せ
る
の
意
。
「
跛
」
を
「
除
」
と
す
る
例
は
、
上

博
楚
簡
（
二
）
『
従
政
』
に
見
ら
れ
る
（
「
絞
（
除
）
」
十
怨
（
甲

篇
•
第
五
簡
）
、
「
不
恭
則
亡
、
無
以
跛
（
除
）
辱
」
（
甲
篇
•
第

六
簡
）
）
。
「
逢
」
は
「
路
」
で
あ
る
。
「
逢
」
を
「
路
」
と
す
る
例

は
、
包
山
楚
簡
に
見
ら
れ
る
(
―
ニ
―
簡
）
。
「
路
」
は
、
道
の
意
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（
「
道
、
路
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
、
「
群
国
各
除
路
、
道
九
原
、

抵
雲
陽
。
」
（
『
史
記
』
秦
本
紀
）
）
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
う
。

(12)

十
月
而
徒
梁
成
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
徒
」
は
徒
卒
と
指
す

と
し
（
「
徒
、
歩
行
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
）
、
歩
兵
が
進
入
す
る

領
域
の
意
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
「
徒
梁
」
は
人
が
歩
く
橋
の
こ
と
と
す
る
。

こ
の
箇
所
は
、
労
役
の
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
季
旭
昇
説
に
従
う
。

(13)

一
之
日
而
車
梁
成
…
…
「
一
之
日
」
と
は
、
十
一
月
の
こ

と
（
「
一
之
日
成
空
発
、
二
之
日
栗
烈
。
」
（
『
詩
』
眠
風
・
七
月
）
、
「
一

之
日
、
十
之
余
也
。
」
（
毛
伝
）
）
。
原
釈
文
で
は
、
「
車
」
と
は
、

兵
車
を
指
す
と
す
る
。

季
旭
昇
は
「
車
梁
」
と
は
車
が
走
る
橋
を
指
す
と
す
る
。
こ
の

箇
所
は
、
引
き
続
き
労
役
の
具
体
的
な
内
容
を
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
季
旭
昇
説
に
従
う
。

《
第
五
節
》

【
釈
文
】

乃
命
百
有
司
日
、
「
有
夏
氏
観
其
容
以
使
、
及
其
亡
也
、
皆
為
其

〈鯰
2
〉

容
。
殷
人
之
所
以
代
之
、
観
其
容
、
聴
其
言
。
凡
其
所
以
亡
、
為

其
容
、
為
其
言
。
周
人
之
所
代
之
、
観
其
容
、
聴
言
、
泡
侮
者
使
。

凡
其
所
以
衰
亡
、
忘
其
迎
伺
也
。
二
三
子
勉
之
、
寡
人
将
泡
侮
o

【
訓
読
】

乃
ち
百
有
司
に
命
じ
て
日
く
、
「
有
夏
氏
は
其
の
容
を
観
て
以
て

使
う
も
、
其
の
亡
ぶ
に
及
ぶ
や
、
皆
其
の
容
が
為
な
り
。
殷
人
の

之
に
代
わ
る
所
以
は
、
其
の
容
を
観
、
其
の
言
を
聴
け
ば
な
り
。

凡
そ
其
の
亡
ぶ
所
以
は
、
其
の
容
が
為
、
其
の
言
が
為
な
り
。
周

人
の
之
れ
に
代
わ
る
所
以
は
、
其
の
容
を
観
、
言
を
聴
き
、
迎
侮

す
る
者
も
て
使
え
ば
な
り
。
凡
そ
其
の
衰
亡
せ
ん
と
す
る
所
以
は
、

其
の
泡
侮
を
忘
る
れ
ば
な
り
。
二
三
子
之
に
勉
め
、
寡
人
将
に

迎
侮
せ
ん
と
す
。
」
と
。

【
和
釈
】

そ
こ
で
多
く
の
有
司
に
命
じ
て
言
う
こ
と
に
は
、
「
夏
氏
は
〔
人

の
〕
容
貌
を
見
て
〔
臣
下
・
民
を
〕
使
う
が
、
そ
の
亡
ぶ
に
及
ん

だ
の
は
、
み
な
そ
の
容
貌
の
た
め
で
あ
る
（
心
と
は
裏
腹
に
為
政
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者
受
け
す
る
容
貌
を
な
し
た
か
ら
）
。
殷
人
が
こ
れ
（
夏
氏
）
に
代

わ
っ
た
理
由
は
、
〔
人
の
〕
容
貌
を
観
て
、
そ
の
言
葉
を
聴
い
た
か

ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
そ
の
亡
ん
だ
理
由
は
、
そ
の
容
貌
の
た
め
、

そ
の
言
葉
の
た
め
で
あ
る
（
心
と
は
裏
腹
に
為
政
者
受
け
す
る
容

貌
と
言
葉
を
な
し
た
か
ら
）
。
周
人
の
こ
れ
（
殷
）
に
代
わ
る
理
由

は
、
そ
の
容
貌
を
観
て
、
言
葉
を
聴
い
て
、
勤
労
す
る
者
を
使
う

か
ら
で
あ
る
。
お
よ
そ
そ
の
衰
え
亡
び
よ
う
と
し
て
い
る
理
由
は
、

そ
の
勤
労
者
〔
と
い
う
評
価
基
準
〕
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
お
前
達
は
こ
れ
に
勉
め
励
み
な
さ
い
、
私
（
桓
公
）
は
勤

勉
に
働
こ
う
と
思
う
。
」
と
。

【
語
釈
】

(
1
)

有
夏
氏
観
其
容
以
使
、
及
其
亡
也
、
皆
為
其
容
…
…
原
釈

文
で
は
、
「
容
」
は
、
貌
の
（
「
望
其
容
貌
、
而
民
不
生
易
慢
焉
。
」

（
『
礼
記
』
楽
記
）
）
。

(
2
)
殷
人
之
所
以
代
之
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
文
」
は
取
る
の
意

と
す
る
（
「
敢
文
殷
命
。
」
（
『
書
』
多
士
）
、
「
文
、
取
也
。
」
（
偽
孔

伝
）
）
。
こ
こ
で
は
、
殷
が
夏
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

(
3
)

凡
其
所
以
亡
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
硼
」
を
「
崩
」
と
す
る

も
、
詳
細
は
不
明
と
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
尚
賢
は
「
朋
」
の
音
か
ら
「
凡
」
で
あ
る
と
す

る
。
似
た
句
形
と
し
て
、
「
人
之
所
以
悪
為
無
道
不
義
者
、
為
其
罰

也
。
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
振
乱
）
、
「
凡
古
聖
王
之
所
為
貴
楽
者
、
為

其
楽
也
。
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
修
楽
）
、
「
凡
古
之
所
為
尊
賢
者
、
為

其
貴
也
。
而
所
為
悪
不
肖
、
為
其
賎
也
。
」
（
『
史
記
』
李
斯
伝
）

を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
従
う
。

(
4
)
泡
侮
者
使
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
泡
伺
」
は
「
泡
悽
」
あ

る
い
は
「
荊
他
」
と
し
、
骨
軟
症
（
く
る
病
）
を
指
す
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
は
当
初
、
「
泡
伺
」
は
字
形
か
ら
「
励
助
」
、
す

な
わ
ち
勤
労
す
る
の
意
で
解
釈
し
て
い
た
（
「
励
、
勤
也
。
」
（
『
集

韻
』
）
）
。
後
に
、
陳
剣
が
「
泡
伺
」
と
隷
定
し
て
い
る
の
に
従
い
、

そ
の
意
味
は
待
考
と
し
な
が
ら
も
、
当
初
の
考
え
通
り
、
勤
め
励

む
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

林
志
鵬
「
泡
伺
」
と
は
、
「
履
絢
」
と
し
、
成
人
の
服
の
こ
と
と

す
る
（
「
童
子
不
裟
不
吊
、
不
履
絢
、
無
網
服
、
聴
事
不
麻
。
」
（
『
礼

記
』
玉
藻
）
、
「
履
、
絢
之
飾
也
。
未
成
人
不
尽
飾
為
節
也
。
」
（
孔

穎
達
疏
）
）
。

原
釈
文
•
林
志
鵬
説
は
文
脈
に
合
わ
ず
、
季
旭
昇
説
が
妥
当
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
季
旭
昇
説
に
従
う
。
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《
第
六
節
》

【
釈
文
】

〈鮒
8

〉

是
歳
也
、
晋
人
伐
斉
、
既
至
斉
地
、
晋
邦
有
乱
、
師
乃
帰
。
雨

平
地
至
膝
、
復
。
日
差
亦
不
為
災
、
公
翡
亦
不
為
害
＼
゜

飽
叔
牙
与
隅
朋
之
諌
＼

【
訓
読
】

是
の
歳
や
、
晋
人
斉
を
伐
た
ん
と
し
、
既
に
斉
の
地
に
至
る
も
、

晋
の
邦
に
乱
有
り
て
、
師
乃
ち
帰
る
。
平
地
に
雨
ふ
り
て
膝
に
至

る
も
、
復
る
。
日
差
も
亦
た
災
を
為
さ
ず
、
公
の
翡
も
亦
た
害
を

為
さ
ざ
る
な
り
。

飽
叔
牙
与
隅
朋
之
諫

【
和
釈
】

こ
の
歳
、
晋
人
は
斉
を
討
と
う
と
し
て
、
斉
の
地
に
ま
で
至
っ

て
い
た
が
、
晋
の
国
に
内
乱
が
あ
り
、
師
（
軍
隊
）
は
そ
こ
で
〔
晋

の
地
に
〕
帰
っ
た
（
撤
兵
し
た
）
。
平
地
に
大
雨
が
降
っ
て
膝
に
至

っ
た
が
、
〔
水
は
〕
退
い
た
。
日
食
も
ま
た
災
を
為
さ
ず
、
公
の
揺

（
肢
体
が
麻
痺
す
る
病
）
も
ま
た
害
を
為
さ
な
か
っ
た
。

飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諌

【
注
釈
】

(
1
)

晋
人
伐
斉
、
既
至
斉
地
、
晋
邦
有
乱
、
師
乃
帰
…
…
こ
の

記
述
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
史
書
と
関
連
づ
け
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
鍵
と
な
る
の
は
、
「
晋
邦
有
乱
」
で
あ

る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
晋
の
後
継
者
問
題
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。

『
史
記
』
晋
世
家
に
よ
る
と
、
前
六
四
四
年
、
晋
の
献
公
の
公
子

重
耳
（
の
ち
の
文
公
）
は
、
後
継
者
問
題
の
も
つ
れ
か
ら
、
斉
に

亡
命
し
て
い
る
。
こ
の
年
以
前
か
ら
、
す
で
に
晋
国
は
後
継
者
問

題
で
乱
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
斉
国
も
関
わ
っ
て
く
る
。
た
だ

し
、
実
際
に
『
史
記
』
や
『
春
秋
』
に
は
、
晋
が
斉
を
攻
め
て
き

た
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
前
六
四
四
年
に
は
隠
朋

は
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
記
述
内
容
は
、
前
六

四
三
年
以
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
前
六
四
五
年
に
は
、
「
夏
、
五
月
、
日
有
食
之
。
」
（
『
春

秋
』
倍
公
十
五
年
）
と
あ
り
、
日
食
の
記
事
が
見
ら
れ
る
こ
と
も

参
考
に
な
ろ
う
。

以
上
を
踏
ま
え
る
と
、
本
文
献
は
お
そ
ら
く
倍
公
十
五
年
（
前

六
四
五
年
）
の
出
来
事
を
背
景
と
し
て
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
年
に
、
管
仲
と
阻
朋
と
は
亡
く
な
っ
て
お
り
（
前
出
『
史
記
』

斉
太
公
世
家
参
照
）
、
管
仲
は
亡
く
な
る
直
前
に
、
竪
可
や
易
牙
を

任
用
し
な
い
よ
う
に
斉
の
桓
公
に
進
言
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
本
文
献
と
伝
世
文
献
と
の
年
代
は
合
致
す
る
。
本
文
献
に
管
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仲
が
登
場
し
な
い
理
由
は
、
病
床
時
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

、。
'
>
 

た
だ
し
、
『
春
秋
』
儒
公
十
五
年
の
日
食
は
、
「
非
食
」
す
な
わ

ち
日
食
は
起
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
参
考
苓
品
膝
国

治
・
小
沢
賢
二
『
中
国
古
代
の
天
文
記
録
の
検
証
』
、
雄
山
閣
出
版

株
式
会
社
、
一
九
九
二
年
九
月
）
。
斉
国
と
晋
国
と
の
関
係
、
文
献

の
年
代
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

(
2
)
雨
平
地
至
膝
、
復
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
愛
烹
芳
地
至
杞
、
復

日
」
と
す
る
。
「
掌
」
は
「
疇
」
で
あ
り
、
求
雨
の
祭
名
（
「
雪
、

夏
祭
、
楽
於
赤
帝
、
以
祈
廿
雨
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
）
）
。
「
妾
地

至
杞
」
と
は
、
祭
祀
の
地
点
（
「
培
、
地
畔
也
。
」
（
『
集
韻
』
）
）
。
「
鞣
」

は
「
杞
」
で
あ
り
、
杞
柳
（
柳
の
一
種
）
の
こ
と
。
「
遠
」
は
「
復
」

と
し
、
「
未
復
而
日
復
、
不
専
君
命
也
。
」
（
『
春
秋
穀
梁
伝
』
文
公

八
年
伝
）
、
「
復
者
、
事
畢
之
辞
。
」
（
苑
寧
集
解
）
を
挙
げ
る
。
本

稿
の
竹
簡
の
排
列
で
は
、
こ
こ
で
再
び
祭
祀
の
こ
と
を
述
べ
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
こ
れ
に
は
従
わ
な
い
。

一
方
、
侯
乃
鋒
は
、
「
雨
平
地
至
膝
」
と
し
て
、
「
蕊
」
を
「
漆
」

と
隷
定
し
、
「
膝
」
と
釈
読
す
る
。
「
雨
平
地
至
膝
」
と
は
、
斉
の

国
内
で
大
雨
が
降
っ
た
こ
と
を
指
し
、
古
代
の
史
書
の
中
で
は
「
大

雨
平
地
三
尺
」
の
よ
う
な
句
形
は
常
用
さ
れ
る
と
し
て
、
『
春
秋
』

の
用
例
を
挙
げ
る
。

•
三
月
癸
酉
、
大
雨
震
電
。
庚
辰
、
大
雨
雪
。
（
『
春
秋
』
隠

公
九
年
経
）

春
、
王
三
月
癸
酉
、
大
雨
諜
以
震
。
書
始
也
。
庚
辰
、
大

雨
雪
。
亦
如
之
。
書
時
失
也
。
凡
雨
自
三
日
以
往
為
蹂
、

平
地
尺
為
大
雪
。
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
陪
公
九
年
伝
）

平
地
尺
為
大
雪
、
不
直
書
大
雪
、
而
云
大
雨
雪
者
、
水

則
従
天
入
地
、
出
地
乃
為
多
、
見
其
在
地
之
多
、
言
其

出
水
之
大
、
故
不
言
大
雨
水
。
雪
則
自
天
而
下
、
下
即

委
之
於
地
、
見
其
自
上
而
下
、
言
其
下
雪
之
多
、
故
言

大
雨
雪
。
（
孔
穎
達
疏
）

蓋
師
説
以
為
平
地
七
尺
雪
者
、
盛
陰
之
気
也
。
（
何
休
注
）

季
旭
昇
も
「
雨
平
地
至
都
、
復
」
と
釈
読
し
、
平
地
に
大
雨
が

降
っ
て
膝
ま
で
至
っ
た
が
、
水
は
退
い
た
、
と
解
釈
す
る
。
こ
れ

に
従
う
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
林
志
鵬
は
「
雨
榜
詑
、
至
膝
、
復
」
と

す
る
。
「
芳
地
」
を
「
榜
泥
」
と
し
、
大
雨
の
様
子
で
あ
る
と
す
る

（
「
月
離
干
畢
、
伸
榜
泥
突
。
」
（
『
詩
』
小
雅
・
漸
漸
之
石
）
）
。
「
榜

詑
」
と
は
、
た
だ
大
雨
が
降
る
と
い
う
様
子
だ
け
で
な
く
、
水
が

た
ま
っ
て
河
が
決
壊
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の

箇
所
は
、
大
雨
が
降
っ
て
害
を
な
し
、
増
水
し
て
膝
に
至
っ
た
が
、

大
水
は
時
を
移
さ
ず
し
て
退
き
、
未
だ
災
害
を
引
き
起
こ
し
て
い

な
い
と
い
う
状
態
を
指
す
と
す
る
。
侯
乃
鋒
説
と
林
志
鵬
説
と
は
、
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釈
読
に
相
違
は
あ
る
が
、

は
な
い
。

大
雨
が
降
っ
た
と
の
解
釈
自
体
に
違
い

(
3
)
日
差
亦
不
為
災
…
…
原
釈
文
は
「
〔
復
日
〕
作
内
不
為
災
」

と
釈
読
す
る
。
「
内
」
と
は
、
朝
廷
内
ま
た
は
冠
婚
喪
祭
の
こ
と
を

指
す
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
文
意
が
飛
躍
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
陳
剣
は
「
日
差
亦
不
為
災
」
と
し
、
「
日
」
を

「
日
」
、
「
旗
」
を
「
差
」
と
し
、
「
日
差
」
と
は
、
日
食
の
こ
と

を
指
す
と
す
る
。
季
旭
昇
も
こ
れ
に
従
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
解

釈
に
従
っ
た
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
劉
信
芳
は
「
瞑
炸
亦
不
為
災
、
訟
翁
亦

不
為
害
」
と
釈
読
し
、
「
日
膝
」
を
「
瞑
炸
」
と
し
て
、
い
な
ご
（
稲

の
害
虫
）
に
よ
る
害
を
指
す
と
す
る
。
林
志
鵬
も
こ
れ
に
従
う
。

(
4
)
公
謡
亦
不
為
害
…
…
原
釈
文
で
は
、
「
公
昆
亦
不
為
害
」
と

し
、
「
公
昆
」
は
「
公
衆
」
で
あ
り
、
一
般
人
民
を
指
す
と
す
る
（
（
「
昆

小
晶
抵
抵
。
」
（
『
大
戴
礼
記
』
夏
小
正
）
、
「
昆
者
衆
也
。
」
（
伝
）
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
公
」
は
公
衆
で
は
な
く
桓
公
を
指
す
で
あ

ろ
う
。陳

剣
は
、
「
公
翡
亦
不
為
害
」
と
し
、
「
翡
」
は
あ
る
種
の
疾
病

で
あ
る
と
し
て
、
桓
公
の
あ
る
種
の
疾
病
と
は
害
を
為
さ
な
か
っ

た
、
の
意
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
張
富
海
は
、
「
公
蒻
亦
不
為
害
」

と
し
、
「
蒻
」
を
「
病
」
す
な
わ
ち
「
蒋
」
と
し
て
、
肢
体
が
麻
痺

す
る
の
意
と
す
る
（
「
病
、
渠
軍
切
、
那
也
。
」
（
『
玉
篇
』
）
）
。
季

旭
昇
も
、
「
公
蜆
亦
不
為
害
」
と
し
て
、
国
君
の
手
足
の
麻
痺
も
ま

た
災
難
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
、
と
解
釈
す
る
。
た
だ
し
、
桓

公
が
肢
体
が
麻
痺
す
る
病
を
発
症
し
た
こ
と
は
、
前
文
に
見
ら
れ

な
い
た
め
、
欠
簡
が
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
従

っ
て
、
「
公
蒻
亦
不
為
害
」
と
し
、
桓
公
の
疾
病
は
害
を
為
さ
な
か

っ
た
、
と
解
釈
し
た
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
劉
信
芳
は
、
「
訟
翁
亦
不
為
害
」
と
し
、

「
公
蒻
」
は
「
訟
臨
」
、
す
な
わ
ち
虫
の
害
を
指
す
と
す
る
。
つ
ま

り
、
劉
信
芳
は
「
日
膝
」
・
「
公
翡
」
共
に
虫
に
よ
る
害
の
こ
と
を

指
す
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
林
志
鵬
は
、
「
公
」
と
「
虹
」

と
は
音
通
し
、
「
蒻
」
は
「
君
」
声
で
「
最
」
・
「
畑
」
と
音
通
す

る
と
し
、
「
虹
畑
」
と
釈
読
す
る
。
「
虹
畑
」
と
は
、
虹
の
光
の
こ

と
で
、
古
え
の
人
々
は
、
虹
蜆
を
淫
邪
の
気
と
し
て
見
て
い
た
と

さ
れ
る
。
簡
文
で
は
災
い
と
し
て
、
「
瞑
炸
」
と
「
虹
畑
」
と
を
並

び
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
用
例
が
『
新
語
』
に
見
え
る
。

世
衰
道
亡
、
非
天
之
所
為
也
。
乃
君
国
者
有
所
取
之
也
。

悪
政
生
於
悪
気
、
悪
気
生
於
災
異
。
蝶
虫
之
類
、
随
気
而

生
。
虹
蜆
之
属
、
因
政
而
見
。
治
道
失
於
下
、
則
天
文
変

於
上
、
悪
政
流
於
民
、
則
虫
瞑
生
於
野
。
（
『
新
語
』
明

誡）
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こ
れ
も
ま
た
虫
の
害
と
虹
と
を
並
び
に
挙
げ
て
、
こ
れ
ら
を
悪
政

の
た
め
に
生
じ
た
災
異
と
し
て
お
り
、
本
文
の
内
容
と
照
合
し
て

証
明
で
き
る
と
、
林
志
鵬
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
¥
…
…
墨
鉤
。
こ
れ
以
下
は
留
白
に
な
っ
て
い
る
た
め
、

本
文
の
終
わ
り
を
示
し
て
い
る
。

(
7
)
飽
叔
牙
与
隠
朋
之
諫
＼
…
…
本
文
献
の
篇
題
。
原
釈
文
に

よ
る
と
、
こ
の
簡
は
、
元
々
使
用
さ
れ
て
い
た
竹
簡
を
再
利
用
し

た
よ
う
で
あ
り
、
原
文
を
削
っ
た
痕
跡
が
か
す
か
に
あ
る
。
篇
名

は
簡
の
下
部
に
書
か
れ
て
い
る
。

以
上
、
陳
剣
の
再
排
列
案
に
従
っ
て
、
『
競
建
内
之
』
と
『
飽
叔

牙
与
隈
朋
之
諌
』
と
を
一
文
献
と
考
え
た
上
で
訳
注
を
試
み
た
。

し
か
し
、
『
競
建
内
之
』
と
『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諫
』
と
を
一
文
献

と
み
な
す
に
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
つ
は
、
篇
題
の
問
題
で
あ
る
。
『
競
建
内
之
』
に
は
、
第
一
簡

背
面
に
「
競
建
内
之
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
『
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
』

に
は
、
第
九
簡
下
部
に
「
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
」
と
あ
る
。
原
釈

文
が
こ
れ
ら
を
別
篇
と
し
た
の
は
、
こ
れ
ら
を
二
つ
の
篇
題
と
み

な
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
陳
剣
・
許
元
咎
ら
は
、
「
競
建

内
之
」
の
篇
題
と
本
文
と
は
書
き
手
が
違
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
あ
る
い
は
、
「
競
建
内
之
」
の
四
字
は
、
も
と
も
と
の
篇
題
で

は
な
く
、
別
人
が
後
に
書
き
加
え
た
と
い
う
可
能
性
も
指
摘
で
き

よ
う
。
ま
た
、
『
競
建
内
之
』
第
一
簡
は
、
そ
も
そ
も
本
篇
の
冒
頭

簡
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
話
の
発
端
が
や
や
唐

突
だ
か
ら
で
あ
る
。
皆
既
日
食
と
な
る
前
に
、
隠
朋
と
飽
叔
牙
は

桓
公
に
つ
き
従
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
に
は
登
場
人
物
の
説

明
や
場
面
設
定
、
さ
ら
に
は
日
食
が
始
ま
っ
た
と
の
記
載
が
あ
っ

た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
季
旭
昇
は
、
冒
頭
に
欠
簡
が

あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

も
う
―
つ
は
、
字
体
・
書
法
の
問
題
で
あ
る
。
『
競
建
内
之
』
と

『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諌
』
と
で
は
、
字
体
・
書
法
が
異
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
も
、
原
釈
文
が
こ
れ
ら
を
別
篇
と
し
た
大
き
な
理

由
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
字
体
が
異
な
る
と
言
っ
て
も
、
簡
ご
と

に
大
き
く
相
違
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
陳
剣
の
再
排

列
案
に
よ
れ
ば
、
概
ね
前
半
部
と
後
半
部
と
で
異
な
る
と
い
う
程

度
の
問
題
で
あ
る
。
―
つ
の
文
献
を
複
数
の
書
写
者
が
書
き
分
け

て
い
る
例
と
し
て
は
、
他
に
上
博
楚
簡
『
周
易
』
が
指
摘
さ
れ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
点
も
直
ち
に
こ
れ
ら
を
別
篇
と
見
る
決
定
的
な
根

拠
と
は
な
ら
ず
、
一
文
献
を
前
半
部
と
後
半
部
で
二
人
の

が
分
担
し
た
と
の
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
『
競
建
内
之
』
の
中
に
『
飽
叔
牙
与
阻

朋
之
諫
』
の
書
写
者
に
よ
る
補
筆
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
郭
永
乗
は
、
〈
競

2
〉
〈
競

7
〉
〈
競

8
〉
に
別
筆
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
別
筆
は
、
『
飽
叔
牙
与

阻
朋
之
諌
』
の
書
写
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
す

る
。
実
際
に
両
篇
の
字
体
を
比
較
し
て
み
て
も
、
〈
競
8
〉
の
別
筆

「
也
」
と
〈
飽

1
〉
の
「
也
」
、
〈
競

8
〉
の
別
筆
「
含
」
と
〈
飽

5
〉
の
「
含
」
な
ど
は
、
明
ら
か
に
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、

郭
永
乗
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
〈
競
1
〉
の
別
筆
「
級
」
と
〈
飽

9
〉
の
「
級
」
も
同
筆
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
何
故
こ
の
よ
う
な

別
筆
が
存
在
す
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
競
建
内
之
』
と
『
飽

叔
牙
与
隔
朋
之
諫
』
と
は
、
形
制
の
み
な
ら
ず
、
書
写
者
に
つ
い

て
も
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
を
一
文
献
と
見
な
せ
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
、
別
の
視
点
か
ら
の
考
察
も
必
要
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
競

建
内
之
』
と
『
飽
叔
牙
与
隔
朋
之
諫
』
が
個
別
に
完
結
し
て
い
る

可
能
性
は
な
い
か
と
い
う
検
討
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

筆
者
は
す
で
に
一
応
の
考
察
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い

て
は
、
本
文
献
の
思
想
史
的
特
質
や
意
義
に
つ
い
て
の
検
討
も
併

せ
、
改
め
て
別
稿
に
お
い
て
、
論
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。
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叔
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叔
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〉
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叔
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0
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•
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「
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0
0
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•
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永
乗
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叔
牙
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題
」
（
二
0
0
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五
日
）

•
唐
洪
志
「
上
博
（
五
）
札
記
（
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）
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0
0
六
年
三
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．
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介
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叔
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0
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仁
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上
博
簡
巻
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恰
佛
大

学
燕
京
学
社
・
武
漢
大
学
中
国
伝
統
文
化
研
究
中
心
•
武
漢
大
学
簡
吊
研

究
中
心
•
武
漢
大
学
哲
学
学
院
・
武
漢
大
学
歴
史
学
院
・
武
漢
大
学
孔
子

与
儒
学
研
究
中
心
•
武
漢
大
学
中
西
比
較
哲
学
研
究
中
心
編
、
二

0
0
六

年
六
月
二
十
五

S
二
十
九
日
）

•
趙
平
安
「
上
博
蔵
楚
竹
書
《
競
建
内
之
》
第
9

至
1
0号
簡
考
弁
」

・
季
旭
昇
「
《
上
博
五
•
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諌
》
試
読
」

•
影
浩
「
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諫
」
考
釈
二
則
」

•
李
守
奎
「
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諌
」
補
釈
」

•
哀
国
華
「
《
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
．
飽
叔
牙
与
閣
朋
之
諌
》

ー
「
錦
（
伐
）
器
」
・
「
榜
陀
」
考
釈
」

•
郭
梨
華
「
《
飽
叔
牙
与
阻
朋
之
諌
》
中
有
関
「
日
食
」
探
求
—
兼
論
《
管

子
》
的
編
聯
与
結
構
」

•
何
琳
像
「
貴
手
求
意
」

•
劉
信
芳
「
上
博
蔵
五
試
解
四
則
」

•
劉
国
勝
「
《
上
博
（
五
）
》
零
札
（
五
則
）
」

•
廣
瀬
薫
雄
「
何
謂
「
競
建
内
之
」
」

．
侯
乃
峰
「
上
博
（
五
）
幾
個
固
定
詞
語
和
句
式
補
説
」

•
欧
陽
禎
人
「
《
上
博
簡
五
》
学
術
価
値
考
論
」

六
月
十
三
日
）

[
附
記
]

本
稿
執
筆
後
、
筆
者
は
二

0
0
六
年
十
月
九
日
に
東
京
グ
リ
ー
ン
ホ
テ

ル
御
茶
ノ
水
で
行
わ
れ
た
戦
国
楚
簡
研
究
会
の
第
三
十
回
研
究
会
に
て
本

稿
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
そ
の
際
に
、
浅
野
裕
一
先
生
（
東
北
大
学

大
学
院
環
境
科
学
研
究
科
教
授
）
、
湯
浅
邦
弘
先
生
（
大
阪
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
教
授
）
、
福
田
哲
之
先
生
（
島
根
大
学
教
育
学
部
教
授
）
、
竹
田

健
二
先
生
（
島
根
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）
、
菅
本
大
二
先
生
（
梅
花
女
子

大
学
文
化
表
現
学
部
助
教
授
）
の
諸
先
生
よ
り
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、

そ
れ
を
参
考
に
し
て
補
足
・
訂
正
を
行
っ
た
。
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